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亜L、はじめに』 皿　調査研窄の目的
、　　■

ア

　昭和56鞭に釧て添研穽珊ま，年少非行嘩のた

めり坤域ヶ アえステ迩潜ぎ中タうなも巧）で邑為塑を調タ

るゆのパや励勘瓢獅飾た9す勲榊豪
・肌県厚本早童岬談所管申り奉野更ぐ導老名声¢》2市硯お

とけ砂年撒麟嘩騨鋤響坤嘩を甲碑検討
したのである軌この結果・年少非行年開する禄余掃紬・

蓼育』警察≧璽連携炉相談磯開の人零ちg培笹とや響歴

によって緊密化することがわかってきた。っま、り、我甲の

戸聯勲㌘割系列毎鰺｛ヒカ㍉1輝嘩聯騨て
黛て乳，黒璽塁を繹和す喬＆烈爆布・彰曾中嗜南資〈たお

の識見とゑ，複数の行政系列機関にかかわる地位や経摩

如解挿碑と悪瞥級砲騨つた・柔尊恩 こ

のことがミ多1く．マ〉年坐非行肺些璽機関華嗜確粟艦言農う

ものであるか否かを確かめてみる必要性を感じ，改めて

関連諸機関毎への調査を試みることになったのである。

　昭和57年壌におサる年少非行に関する研究にジ とりあ・

えず東京都内の世田谷区を選び， 地域ヶアシステみ，につ

いて調べることになり，教育機関と父母の会と警察関係

および児童相談所に機関相互の連携状況の調査表を配布

することにした。この調査は，あくまでも予備的調査で

あり，本調査は，58年度に神奈川県において行うことを

考えている。東京都内Q世田谷区を選んだ理由は3』た珠、．

たま，世田谷区におげ葛苅象機関に知人がいたためと，

東京都内の実情をまず知り此か？たからであるgこ

　この調査研究を実施するにあたって，厚生省児童家庭

局企画課の下平幸男児童福祉専門官からの示唆が大きか

ったことと，東京都児童相談センターの翁川通輝判定課

1長の協力が得られたことを記し，感謝の意を表するもの

である。

　本調査研究は，、藥少児に対する地燐ぐ蚤桑⑫非行防止

活動並びに非行防止関係諸機関の連携璽寒蝉点ξ璽あり

方を探ることを目的とする。　 ．い く 、べ

皿　調査研窄Φ方法

1．

2．

①小学校（公享）

②　小学校PTA
③　中学校（公立）

④　中学校PTA
⑤　教育相談室 ll

⑥児童相談室

⑦．警察署

シ⑧ デ少年ゼγタ〒

調査地域　卑京都内（世田谷区） 。い

調査対象機関及び標本数

　　64サンプル
，

　　　64　　〃

　　、㌶、グ
　　　32｝¢：’、」髪；㌦

　　　2 ” ア・：．

　　　1　　〃

　　　4　　〃

　　　2、 ・：ζ己

計 ．201 ・身靴滞

3，標本の抽出方法　

　年少児の非行防止活動を実施する主要機関を調査対象

どして選び， 対象どなった各々の関係機関を構成する機

関のすべ七を榛本どして抽出した。すなわち，1機関を

、些塗ヒズノ嗜．㎏木力う教育相談室と少年センターにつレ1、

ては嘩関に鱒2搾プルを抽出した・

4レ調葦方法各機関に調査票を郵送し・結果を回収した。

5・調葦事募1

　①各機関における年少非行防止活動の実態

、②1・年少非行防止活動に関する機関間の連携協力の寒

　・ゴ態と連携協力に対する意識

　③年少非行の原因とぐめ蘇善策に対する意見
．．1
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6，回収結果

①小学校

　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　　回収率（％）

　②　小学校P　T　A

　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　　回収率（彫）

③　中学校

　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　　回収率（％）

④　中学校PTA
　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　　回収率（％）

⑤教育相談室1

　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　　回収率衡）

⑥児童相談所

　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　　回収率（％）

⑦警察署

　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　　回収率（％）

　64

　21

32，8

64

　12

18，8

32

　 6
18．8

　32

　9

28．1

　2

　1

50．0

　1

　1

100．0

　4

　1

25，0

③ 少年センター

　　調査対象サンプル

　　有効回収数

　 「回収率（％）

⑨　全体
　　調査対象サンプル

　 有効回収数

　　回収率晦）

W　結果と考察

2

　2
100．0

201

　53

26．4

　っぎに，調査結果の分析についてであるが，本調査に

おける質問項目は，「1．年少非行の予防活動について」

「2，他機関（組織）との連携について」「3．年少非行

の原因とその改善策について」という3つの柱から構成

されており，ここではそれぞれの質問ごとに結果を整理

し，検討を加えることにした。ただ，今回の調査で回答

が得られたのは，数の上では小学校，中学校，それに

P　TAに集中しているので，結果の検討にあたってはそ

れらを中心に行い，児童相談所，教育相談室，少年セン

ター，警察などの結果については比較対象群として，参

考程度にとどめる。

　尚，図表の見方であるが，つぎの3点について特に留

意されたい。

　①各機関名（または緬織名）と併記されているカッ

コ内の数は，回答をよせた機関（組織）の数を示してい

る。

　②　表の中で，数が何も記載されていない欄は，それ

に該当する回答がまったくなかうたことを意味している。

問1－1　あなたの所属する機関（または組織）では，年少児の窃盗，たかり，シンナーなどの非行，または，

　　　それに発展するとみられる行動を発見した時，その措置について申合わせによるきまりがありますか。

　　　該当する項目に○印をつけてください。

　　　　噸無．澤 ll肇懸

　　　　　　　　　的”甲i　　　　　機関名記入
　　　　　　　　　譲、㊥ 懸相纐などの機関（　　　 ）腱絡
　　　　　　　　　　　　⑤本人に説諭
　　　　　　　　　　　　⑥非行の内容，少年の年齢などによって一応のきまりがある

　　　　　　　　　　　　』⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　、 ）
　　　　2〉な…ll．．匙　方が良いと思う

　　　　　　　　　に．も・…⑨ その必要はない
　　　　　　　　　は
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　　③　「計』爾欄に示されているバーセンテージは，同”　措置の具体的な内容

一繭（組織）が巌数面齢島砺合き群酪旨りぎ商翻頒体的納欲ある厨樽校沖学
をよせた機関（繊）の鰍すなわち一53’を母敷と校ではr①主隅1こ脚 ．㌧ ．畔；lr麟人に識

してすべて算出してある・　　　　　、する孝いう鱒謹弊あ参贈職すなわち父兄が
　　tあなたの欄（組織）の年少非行の予防置勒に告駕餓獅欝界轡は！、lr騨嘩燵絡」する
　　いて　　　　　　　　塵ゆ・鱗⑱離織喰墳舜うる・
　　ここでは・各機関で実施している年少非行の予肪活動』　非行茅訪浩勤廷対するとりく みφ程度

について・その難的納容猴今後の改善献ど　各脚鱗塑哲患噸黙顔魍鄭鞍搬
を中心に灘しゆとす姉の砺る・．　　　．賎黙的曝靱て蝿機関が臆相談所鱗郷含
措置についで申合わ瞬る麹Φ脊無r、，、、幽の緯連簾幡残りの％は＋分と，瞬えない

就粗または非行に発展すると桑られる行動をが一塔実施して凱現在まで即醐輿鱗か＞
発卑瞬の撒聯きまりの撫こついて雌燐騨無であ硯れ1欄の鷲獅の柳傾向
体の軍5％までが申合わせによるきまりをもちゼ非行に。 書こ伴う各機関の積極的なとりくみを反映しセいる5

対して効果的に対処していることになる。‘ない》と答え　　 非行予防に関する活動状況　∵｝旨、f3パρ旨

た脆轍所と教醐談室φ艶特にき動1ま謝ず 各機関でこれまで嘆施してきた非行予防燗す娯
に沸行卵容獣況によ弧その輸｝ことうてより H燗納容にづ虞1ま泊由韻述によ〆酪辮燃
適切と思われる柔軟な対処をとっているとい憾味であその内容をまとめるむ表4 に示・してあるようiこ16励・
り・非行に対する措置があいまいであるというわけでは　　テゴリーに分類することができる、そこでこのカテゴリ

ない。また，小学校h中学校PTAではメあ7る’‘ ない㌦　』一に基づいて1 ぞれぞれの機関の活動状況を集計し七み

卿黙照、鱗 こ緯町奈鞭岬糊も甦』鮎・証、
、． ．．

，乙ノ、　　、．、　Ei♂・1

質上むしろ当然といえる結果であり・PTAが非行Fと対　①小学校では，生活指導や學綬指導・、友ぴ道徳教育

する措置について実離きまりを謝てい右というのぽなどを通して，子どもの非行妹然に証しようとする

獄では理灘近い形といえよう・　　　傾向が一つある。綱時に，学校側がPTAに対して，・

衷1　措置について申合わせによるきまりの有無

項目

児　　童相談所11）

小学校
⑳

小学校PTA肛踏 中学校
（6）　

中学校PTAl91 教　
育相談室（11

少　　年センター12）
警

計』囲

1）あ　る 20 6 6 5 i」：＝』が弘・「∴～！：1
、 ・40（7誌％）

2）な　い 　1
1 6 ．4、レ

L』べr、． 旨乱1、瓢2蔓，5鮒

計 1 21．』
、一
呂 」…．、＝、、ドー6∫1士

、な （心』9 1 3へ＝江1L，1 、11i・＝＼ 1： ・，53し、冠（

1「 Fリ ブ　　　　　　賦 卜　　　

表2　措置の具体的な内容、
　　　　　　（　「　　　　　　　rr，　－

”、 」、　　・rτ「w

、　　　 ・　　r■、∫

’「 律》’∫二’1｝

卜

叛一♪、・ぷ『も職 しミ1
ゾマ■’ド』 　　　　　凄） 描醒ごδぎ裏りが『 ［ある舜 知冒 ∋二2墾姫・ ∵

lc

①親 ②警察 ③学校 ，i④腺賊．驚翁、 蟹ぢ 駅の聾
⑧あった・！方がよ瞼 ㊥必要二｝藍Uない’

灘回答

児童相談駅11 乱二〆怜 　　r氏 汽＼r
《惑・・i 二㌧些

徳洪δ1 こ『 鍛 訟 1“11
小　学　槻11 重6 ．一 ！一・11・

く 二 113『 ・！．
．イ ll軸乙1』…

』｛2

小学校PTA鈎 2 lr｝』 6』 1ざ1’1
廿4． 序

ii　　1

中　 学　校⑥ 5 2・

ゴ ロ5r1 、　一し 　

　　コ　』』

甲、

．＝へ　い ■F

中学校PTAl9｝ G 』1』 ㌧㌔11 　■　’

紋：1・r

211ゑ．』

．マト

教 育相談室ω
．jl旋 X．、、P二i，1シ1漕 ii薮町

少年センタ冠21 1
lll．1粉 』1＞ン1 ： 〕培1献　（lr

警　　　察ω 1
㌦　rl．r

計　　囲 別⑭5．3％） 1（1．筋） 17（謝％） 1（1，吻 18（34吻 1（1，9紛 2（3筋） 5⑲醐
5⑲禰「 ！「3（51掬

け』　〔1・
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問1－2　現在，あなたの所属する機関（組織）では，年少児の非行化を防止するための活動をどの程度実施し

　　　ていますか0
　　　　　　1）重点的に実施してし｝る　

　　　　　　2）十分とに言えないが，一応している

　　　　　　3）現在はしていないが，今後は実施する方針である

　　　　　　4）これまでしてし・ないし， 今後も実施する計圃はない

表3　非行予防活動に対するとりくみの程度

項　目
児童相
所（1）

小学校
⑳
小学校
TA働
中学校
〔6）

中学校
A⑨
教育相
室（11

少年セ
タ嘱2）

警　察
〔1） 計1　囲

1）重点的に実施 1 6 1 2 2 1 1 14（26．4％）

2）］応実施 15 11 4 7 1 1 39（73．6％）

3）今後は実施
0　（0％〉

4）実施の計画なし
0　（0％）

無　　　回　　　答 0　（0％）

　　　※　以下正一3，1－4，・1－5は問【r2で1），2）に○印をつけた方のみお答えください。

問1－3　これまで実施してきた非行防止活動とは，主にどのような内容のものですか。具体的にお書きく．ださ

　　　いo
　　　　　デ）

　　　　　イ）

　　　　　ウ）

　　　　　エ）

　　　　　オ）

表4　非行予防活動のカテゴリー

1）学校における児童に対する生活指導を徹底，充実させる。

2）学級指尋を徹底，充実させ，生徒会活動などの児童の自治活動を援助する。

3）道徳教育などを通じて‘きまりの遵守’を徹底させる。

4）授業内容を児童の進度に合わせて輿味あるものにし，落ちこぼれ児童をなくす。

5）児童の地域社会活動（例，ボランティア，清掃など）への参加，及びそこでの望ましい人間関係の育成，指

　　導。

6）親や子どもとの個別相談，指導及び家庭との親密な関係づくり・

7）職員の非行予防に対する共通理解，及び非行に関する研究，研修の充実。

8）自治会組織，地域住民，P　T　A等，大人への非行予防に関する啓蒙，広報の促進。

9）自治会組織，地域住民，PTA等の連絡，連携を強化し・活動の充実をはかる。

10）自治会組織，地域住民，P　TA等による校外パトロール，一声運動。

11）職員（教師，警察官など）による校外パトロール，一声運動。

12）同系機関あるいは組織（例，小学校と中学校）との連絡，連携の強化。

13）他機関との連絡，連携の強化。

14）非行化に関する環境の整備。

15）その他。

16）無回答。
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表5　非行予防に関する活動状況 9．

項　目
児童相
所（1）

～1摩校伽 小学校P工Aα勿 中学校　（6）
中学校PTA〔91 教育相談室ω

少年セ
」21、
警

計 』囲

1y羅膿騨指導の 9 2 3 藤4％）

2）欝穀生徒醐の促 6 1 3
・』じ
藁1

、醸9剃

3湧雛育●きまりの欝 6 5 工
¢（！　M ボ「

1i 擁4，5％）

り轡容を興味あるもの 1 2
「黛　＝1 鵯介1L　l　L1身鞭7紛一

の1児童あ地域社会活動参加 3 ’2 31
1・

》べr㎞蔓吻』
δ）聾●子との個人相談●指 1 2 1 2 1 1 こトi隻、 気へ　ト

ノご瀬1％）

7）獺？顯理解1非行の 1 4 工 1 4 1　1 痘＝！ 呂 42（2216％）、

8）・焦民に対する啓蒙・広報 1 、4 2 2 ン■ 1 ｝’』“

hφ8翰・
9壌民噂携強イ彰●醐促

玲 4 3． 3 ’
　　一　’　　　』　ド　

30（無7％1；．

i・！磐1こよる校蜘ロー
5、 5 3 2

　一　F　

15（2＄13的・　　　ド　

一P1・！』騨による校梱ロー 3 4 2 ．“ 』　■

1隻

．1一鱒g釧r　　

12》 ．同系機関との連携の強化　　　　1 4 1 1 4
ツ』懸9紛1

1鞍鱗殿の醐の強化 1 1… 4 1 4q學2烈
ゆ瞬境あ整備 一3』 1 4，¢晦

15）その他 2
2¢・3％》

』16）無面答、　　　　 ／㌧L 一f 褻 椿L・1一

靖 f（1，9％）1

非行予防に関する啓蒙・広報を充実させ，父兄同士の連

携を強化し，さらには，校外パトロールや一声運動のよ

うに，父兄みずからの自主的な活動を援助しようとする

勤きが南ることも見逃すことはできない。つまり，小学

校が父兄の自主的な活動に期待するところはかなり大き

いことになる。　　　　　　　　　　　』　：L
11 l』』遮

』勧盛断韓校では，交克の予嚇動よ・施生瀧
導蓄》道徳教育など，1学校内での教育を徹底， 1充実させる

どどにようて1・規則正しい生活やきまりを守る習慣を身

嚢畿y嘩窄1際予防す硯書1鞭糟

、動こ璽郷蝉椥TAでは・ 父兇ぬ腓行
予鱗輪当然φこ顔鵬，擶に酵る麟を深め，

他の中学校のPTAや，児童相談所，警察など，他機関r

との麟を強化墜鰭鰻魅が認められる点は・小1
学生と異なり，中学生の非行が広域化，複雑化している

という傾向を如実に反映していると考えられよう。

　④児童相談所教育研究筋1少年センタ募』警察な
1

即即継騨内群づヤ即ま，1ζ嫌勧磯齢も
つ機能や特徴がそ娠壕反映き一瞬たもあ1総らそいお．

　猛視しだ穽行芋防活勤1』欧　　ズ1ザく甑 iLA トげン

痘ぞ客簸魏野駿撫誕勲皆糠

ゆ」樽細誘海醜蜘鞭旨蛎瓶轍認
計らジ’父克相互あ連絡を密≧こしぞ詑交克や教磯貞虻まζる』

校外バトづ」）レなぎを重点酌に実施しぞ蔚る点は1』簡き

饗lll響謬騨警笹ll讐は弊1』門弊i讐∵べ
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表6　重視した非行予防活動

項　目
児童相
所Ul
小学校
⑳
小学校
TA⑰
中学校
〔61

中学校
A〔91
教育相
室ω
少年セ
ター②
警　察
① 計　幽

1） 羅1灘る生活指導の 6 1 7（13，2％）

2）莚響躾●生徒活動の促 5 1 1 7（13．2％）

　道徳教育・きまりの遵守3）の徹底 1 2 1 1 5（9．6％）

　授業内容を興味あるもの4）に 1 1（1．9％）

5）児童の地域社会活動参加 1 1 1 3（5．7％）

　親 1 1 2 1 1 6（11．3％）

）研究
1 1 1 1 4（7溶％）

8） 住民に対する啓蒙。広報 1 1 1 3（57％）

9）鰹唖携強化●活動促 3 2 5（9．6％）

1q）解による校粥トロー 3 1 1 2 7（13．2％）

11）解による校郷トロー 4 3 1 8（15．1％）

12）同系機関との連携の強化 1 1 2（3．8彩）

13）他機関との連携の強化 1 1（1．9％）

14）環境の整備
1 1（1．9％）

紛その他
0 （0％）

16）無回答
3 2 1 6（11．3劾

問1－5また，上記1－3の艇特に燃のあがった活動は何ですか・鵬を記入し・できれ‘鋤果の貼

　　　的な内容についてもお書きください。

　　　　　　　（記号：・ 苧』一 　）

　　　　　　　効果φ具体的な内容1

一3 爾績果と ほぼ一致している。

　②　侮の機関では，それぞれの機関ごとに特に重視し

ている活動は異なり，一貫した題向1ま認められなレ》。

　⑨ 警察が「3）道徳敦育！きまりの遵守の徹底」を

重視してい為爾嬬 万引や自転車盗ぢど，非行の初期段

階で子ども査補導し，・善悪の判断牽理解させ・きまりを

守るよ・う説講す摂4とによって，非行が深刻化する4）を

防ぐことに軍点を置いている， とい う童味であるα

　効果のあがった非行予防活動

　各機関がさまざまな非行予防活動を実践していく中で，

特に効果のあがった活動は何であるかを把握することは，

今後，さらに有意義な活動を推進していく際に一つの大

切な指針となる。

　①全般的に見ると・特に目卑った傾向は認められず・

問1－4で各機関が‘特に重視した’としてあげ左活動

のうち，およそ70％までが結果的に効果があったと報告

していること1弔なる。これは別の見方をすれば，現状で

は非行予防に対して決め手となるような方策がヅ今だに

見い出されていない，ともいえよう 。

　②’小学校では，生活指導や学級指導， 徹底、充実が

効果をあげたことになるが，その具体的な内容としては，

「生徒が自分がらあいさつをするようになり，ことばづか

いもていねいになった」「教師ζ生徒，あるいは生健同士

の人間関係が深まり，信頼感も芽ばえてきたjといった

一138一
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表7　効果のあがった非行予防活動

項、1目

児童相・談所（1）

小学校
ぐ⑳

r小学寝…r

TA破勘
．噛稼 中学校lPTA〔91

教青相談室U）1

少年セ1
タ己｛2）

警察　111

計　鰯

1）懸綾生活騨璽 ！4…
一　　　一

．1ス て
11 iゴ 、トト

　　　　　　　、

4（7，5％）

、2）繋嚢。弊轡解 」 与 ㌧』『11ン
’　、　　

‘罵ノ．r1・
一〉二r〆

、　　　

鴨＝…く ∫ドしr

∫

7（13．2％）

3湧雛育●きまりの欝 一1
』：・
、1

・1』
一li－1、r

君 ぺ∫ 2（38紛

4）轡醗輝嚇る鯵 、1
1（1．9％）

5）児箆の地域社会活動参加 1
1、

r：
」入』

ゴ弓ン双
こユ

6）勤子との個人相談。指
』一i　・一』

匪、、 1、「’ 』『』

　　ド1、．、
》、へ
1、

I　lマ、〔

、

4（7，5％）

7）獺の蝉理解○新の
工 1』・ 1r．

i　〆　　　。

爵「；‘杖ミ 3（57％Σ

8）住民に対する啓蒙・広報
ら■

ゴ
複L　l＝　l　v51．r

1・｛ 』　 一そ

i（1，9％）、

9薩民の連携強化・房艘 2 ．11
［．、

『1

』
』、 1 秘　』 4（7．5％）

1・沸民による校殖トロー 5 工二1、

1

，ウ圏 1急、
こぞ　る

8da1％〉

11虜飲よる校粥トロー 4 2丸 ＝ ン、iζ 「「、『 i6（11．3％）

12）同系機関との連携の強化 r4” ぐ1 1』 ÷、』ぎ

1』幅　　』，
3（517％〉

13）他機関と中連携の強化 一　㌧　1　■『 曽．『 ら芦二 』恥二乙r o＜o％）

14〉環境の整備 1 2 3 （5．7％）
15）その他

0　（0％）

16）無回答 4 3 4 懐（2δ8％）
、　　

■、

　　　　　　　　　　　　　　　　
rダ 』　　　　　　　　r 一r、「 一1

報告麹さ麺’る・また謀兄相互礎絡を密にし』㍊①町｝学細甜β蒲のためめ購砺麟
　父皐や教職員による校外バ・トロールや』声運動を積極的　立されていないし，もしそうし九活動を実践むせ行こう

に実施ずること概て』ゲ脚センダー等へあ出パとし圃脚酬だ麟醜鯉鶴画り鰭問即糊発見が可能になったとし・う報告も2怖父兄や鵬住民の理鰍協力を得る卵鹸嶺ると
・γ 鍮「こ対する妨害要因　　軍てし獅である・・一、嘉〉』憾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ② ノ」畷PTAでは・財的な方策髪も』微画1
　今後・更に・ 穿少犀の非行防止活動を勿果的に推進し　　だ舛ではなく・父兄が非行防止活動に参加した経醗が少

て噌鷹それを妨げる要因は働・という点やい、シ勘ギに・非行醐する職が不粉で泌⑳擁点

』灘旙男灘旨欝言魏藻購ら魏 ・繋艶な活動鰻して嘩際蝉騨騨

か敬の寄回答を得た囎のウエイトをすべて1 とし　③ 中報汲脚学校PTAさは，r鏡姦生勧
てま・とφたの幟8である・結果を全般的に見ると・妨押と対に積蜘ととりくんで行硯し駕号舜

躍騨て鰯い得点を得たのが・r⇒） 具体的筋L師や父兄の翻こは限界がある畑も、どうレ畑粉

簸驚撫鑑鴇霧驚 禦贈し’という瞳も鰍⑨鰹
策騨）の権限に限界がある」（し’ずれも3臥8％）と ④鞘相談室と少年セシタ・rでは識助新嚇
〕いった項目で，これ年「11）住民の理解，協力を得るの に対する経験，知識が不十分であるのと，他機蘭との連』

姻鮒（32』1％）が続いてし’る・　　　欝ス4一胆・かない，という2点旗蔀もづ晦．
　これを各機関別に見てみると・　　　　　　　　　　　となっている。
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問1－6　今後，更に，年少児の非行防止活動をより効果的に推進していく際に，あるいは新たに非行防止活動

　　　を実施する際に，それを妨げる要因はどこにあると思いますか。下記の表の各項目の中から，最もよく

　　　該当する項目から順に，3項目を限度として番号をつけてください。

　　　　　（ここにあげてある項目以外に要因が考えられる場合は，翫その他”の項に記入してください）

　　　　効果的な非行防止活動の実現を妨げる要因について，あなたの所属する機関（組織）で，今後，改善

　　　が可能な項目には○印，不可能な項目にはx印をつけ，できればその理由についても讐いてください。

項　　　　　　　　　目 1．順位
　可能性2・の有無

3．その理由

1）非行防止以外の対策に重．点が置かれている。

2）非行防止に対する考え方がまちがっている。

3）非行防止のための具体的な方策が確立していない。

4）他の仕事が忙しく，時間的な余裕がない。

5）非行防止対策のための予算が不十分。

6）構成員の数が不足している。

7）非行防止に対する構成員の経験，知識が不十分。

8）機関（組織）の権限がある。

9）構成員の年齢が高齢なため，思うように動けない。

10）他機関（組織）との連携がスムースにいかない。

11）社会，地域住民の理解，協力を得るのがむずかしい。

12）親の育て方，価値観に問題があり，改善力騨》しい。

13）テレビ等，．マスコミの悪影響が強すぎる。

表8　非行予防活動に対する妨害要因

項　目

児童相
所（1）

小学校
⑳
小学校
TA働
中学校
（6｝

中学校
T躍9）

教育相
室（11

少年セ
タ冠2）

警　〔11

計　幽

1）轍策魎点が置かれ 2 2 1 r5（9．4％）

2）考え寿がまちがっている 1 2 1 1 5（9．4彩）

3）慕難筋策が確立して 9 5 3 2 19（35，8％）

4）時間的な余裾がない
10 3 2 3 1 19（35，8％）

・5）予算が不十分 1 2 1 4（7．5％）

6）構成員の数が不足 1 5 2 1 1 2 12（22．6％）

7）攣雰員の繍購が不 1 6 7 3 1 1 19（35．8％）

8曙成即権限に限界があ 4 4 5 6 19（35．8％）

9）構成員の高齢化 1 1 2（3．8％）

1・）漿監騨力1スムー 2 1 3 1 1 8（154％）

11）簾羅解励を得る 9 3 2 2 1 17（32．1％）

12）慧の育彷価値観に問 4 1 2 7（13．2％）

13）マスコ、ミ の悪影響 1 1 2（3．8％）
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表9　改善の可能性の有無
．．
『　　『、 拳、』　 、　1

項　． 目 改善あ句難．励ぎ 1紛．、1』政善の可能性臓し　％1
1）他の対策に重点が置冷れてし｝る1、、 伊一』　・」モト 4．・，～．い1（7乱5％）～：1

ご7－、1ジ…1 ㌧、4r卜，、o（L9％）

2）考え方炉まちがって硫る 3　　（5．7％） も ＝（57％）

3）具体的な方策が確立してい ない 』1＄　 てβ些IQ％），r 』1一r（L9彩）

4）時間的な余裕がない
　…り　　　　　　　、、
　（城％）1，、、 ）肋磁，1ド，』、豆11（ 17．0％）

5）予算が不十分 5　，（％簸：1 11．｝え、…窃　「 βゴi（a7％）
6）構成員の数が不足 6 1』悪1蝿彩）こy；／ ぴ、鑓靴　1・4・魚5％）
7）構成員の経験，知識が不十分 16　（30，2％） u暴…、 　 ノL」σU　（0％）

8）構成員の権限に限界がある
r－

6い1’ 工脇）蒲・ 鰍r隔い1 』n鰍（ 2α8％）

9）構成員の高齢化 璽一 ll偽％）｛弔 ゴ’1 ！… 11b1（1，9％）

10）他機関との連携がスムースにいかない 鼠．創 ごく玖晦！㍗、「
■F 　　　、一争　 1し． ／、・

　　　、
，、 2㌃、 （a8％）

U）住民の理解，協力を得るのが困難 1争．、：）（2師餓i」鴇　　、 』4育レ1、（7・5疹）

12）親の育て方，価値観に問題
“．
5ρ㌧r旗、‘（α紛；二 、0∫l　l　（0％）

13）マスコミの悪影響 ∴鳳 、Oil ’づ＝ ・て0％ンi そぢ＝♪パを
』・ 0で　（0％）

　改善の可能性の有無

，禦鵡縢警鱗鍔蓄亀論蓉
髄ろラ．し・雌蜘ず残柄容も塑う壱1もし弊

飼能驚るな砥 そうした点を改めるととにょ弧
1非砺崩騨より網鋤果饒揮する くξはまちが
い1ない6 富　　　　　　　　　　　　　　・監

　』柔県でまず，改善の可能性力掩る内容零南る帆，その

上位3項目は，「3）具体的な方策の確立」 （34．0％），

「7）』構成員の繰知識」（30・2紛 r1エ）眠の勝，
梅ヵ』、1（24．5％〉であっ牟。つまり，教員φ父兄㌶そ、れに

．職員餐年少非行についてさらに豊かな知準を習得して，

非行予防めための具体的な方策を確立し， その実現にあ

たっては地域住民の理解，協力を得るということは，現

然で鳶そ煎らに携わるスタッフの努力によ？て改善が可

能であると考えていることになる。

』コガ）哉善が困難な内容と して多かった項目はi　r8）構

成員の権限に限界がある」（20、8％），「4）時間的欺余裕

1灘臨鯉、論意錨醗欝慧1
関（組織）相互の緊密な連携を確立することによって，

室劃ぞ劃砂機関（組織）めもつ権限の特豫は フルに発揮

され，しかもそれらが全体として有機的に機能し，十分

｝な効果をあげることが期待できる。

般改善φ可能性の1‘ある’一なし㌃を判断した理由にpい

・宅詑述じであるものは非常に少なかっ たが， 12：～3例を

1あける老； 、1［1』∵ 　： b・

ぐ1

づ・解r3＞界具体的な方策の確立」では， 大き な枠組で

　　　　　　　 いい乙・ゴ” y 、 l　i 滋・）ノ♪㌔r’．kl、1
　対策を考えるだけではなく，個々め事例に対して具体的

繍紫醗難縁鷺譜藷平下め麟を

謡働瞭噸鱒裕碗レ肱1よ麟髄顛
鞠卿批忙蹴共嘩力勘璽で噸ρ麹が
1ない。 乏いった理由が教員から多 く寄せぢれぞじ5盗占 』

　　③　「6〉構成員の数の不足」すでは評六数を増やず1ご
’［

が鱗》し⑩であ蝋も死男勲ξ総デ夢
　く参和することにより活動は活発化し，充実するのぞは

、．期がζゆ闘1（小騨獺）力書あ擁き哩モ ．熊

　　改善吸要性1　　　 、、鰍トき摂㍑じ

　　堺幣師防止醐を讐レ勲9勇轄話、，ま
，ずどのよでうな点を改善する必要が参るど考え畜が，、オい

う質商に対す畜回答をまとめたのが表10であ、る諏こ（ごで
lr

雌1ヰ縣な＜・回答を得瀕目㌘茜…嬬ほ餅
　て1として集計してある。全体的な特徴εじも箋・

　　Q、廊得点の勘った囎はドFlβ蹄成醐φ麟

・糖励体制の確立」（跳％）’でみ熱鱒叫学

叢欝雛騰雛灘鷲騙薯講欝
　艶7勿間に，活動を実践じて“ぐ尭あの珪慧やガ法にっ

いて蝉理縦砿酷鰍や励神う難弊璽
　いなければ，・どんなにすばらしい活動でも実り多い結果
　彙よむだぢぎれな』いこ。冗』：1 』ゴ、 ｝ 1 ｛ ぐ灯’k』〉魯、レ、1

　し、＠二：yづぎが「3）相談窓自の充実∫（35潟％ン であち・

　・Lたσ「小学校IPTAの6割近く がこれを泌要項目志1し宅 あ
　・げ宅し1・る・よら に許非行に関して専門的な知識を～む繊1廓

　人々にとっ七は〆 ごう した相談窓口の存在はと｛でも心強
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問1一7　あなたの所属する機関（組織）において，より効果的な非行防止活動を推進していくためには，今後、
　　　特にどのような点が改善されるべきであると考えますか。下欄の項目の中から改善の必要性の高い順に

　　　亀項目を限度として番号をうけ，具体的な希望・提案があれば右の欄に記入してください。

項 目

1）非行防止のための具体的な方策の確立己

2）機関（組織ンの権限爾強化。

3）非行に関する相談窓口の充実。

4）非行防止対策のた夢の予算の増額。

5）構成員の増員。

6）非行防止に携わる構成員の研修の強化。

7）年齢，経験など，構虞早の構成の再検討。

8）構成員間の意志統一，協力体制の確立。

9）他機関（組織）との緊密な連携の強化。

10）健全育成のための施設や設備の充実。

11）社会，地域住民の理解や協力を得喬ための広報活動の充実。

12）親の非行に対する理解や意識を高める。

13）地域の教育力を高める。

順位 希　望・提案

’

表10改善の必要性

項　目
児童相
所①
小学校
⑳
小学校

TA㈹
中学校
16｝

中学校

TA⑨
教育相
窒（11

少年センター（2） 警察　（1）

計　囲

1）具体的な方策の確立 11 5 1 1 1弓（34！0％）

2）磯関の権限の強化 1 3 3 2 9（17．0％）

3）相談和の充実 1 4 7 3 3 1 工9（呂5・8紛

4）予算の増顎
1 1 1 3（a7％）

5）構成員の増員 1 2』 1 1 5（9。4％）

昼瑚繭磁励弾化 5 7 2 1 15（28．3％）

・7）〔梅成員の構成の再検討 2 1 3（5．7％）

一8〉難縞潔豊辮、協 10 3 3 3 1 1 21（39．6％）

9）他機関との灘の強化 5 1 1 2 1 10（18β％）

1・）辮駿ための施設や 6 4 1 3 14（26．4％）

ゆ 錫灘酬す砿報活 6 4 2 4 2 1貧（34．0％）

12）．競の琿解や意識を高める 3 1 4（7．5％）

③繍晦師縞める 1 1 2（3，8％）

いものとなろう。ただ，小学校や中学校などが学棟カウ

、ンセラーのよう な相談窓口を もつことで，校内で起きた

非行問題がすべてそう した窓口に集め．られてしまい，学

校全体で非行にとりく もうとする体制がかえって弱まっ

てしまうという危惧がないわけではない。

　③　三番目としては2つの項目があげられる。一つは

「1）具体的な方策の確立jであり，もう一つが「11）地

域住民に対する広報活動の充実』（共に34．0％）である。

両項目共，問1－6で改善が可能な内容として高い得点

を得ているのであるから，地域住民に対する広報活動の

一142一
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石井他』：年少非行に関する研究i1（第3報）

雛と同賦できるだけ早い嚇こ蒲防止のためのるため』はっきりとした鮪‘ま認められな蝿翻し

具体的な方策が確立されること力轡むる顧ムニ1∫勲醐ま蟹碑爆鰯て嚥厩 ．．．二一1

　　④　「6）構成員の研修の強化」 も28ン3鮮と高し竃な　『’ド ④』勤果的な非行訪正活動の推進悉妨ザる要肉乏セそ

かでも蝉撫TAの6輩くカ∫その腰嘩儲して1 は汀具体的な方黄が離していない」r時醐嫌裕力三
いる・これは非行に関して＋分な知識や瞭も舩い∵ない傭成員噸磁琳＋分」繍蘭葡‘φ
父鷲？鳥児齢非行についてでき鋤解解を一揮限に蜘1ある」1なぐが主にあげら櫛硝轟一その
　もっこと魁　自信をもづて主体約に非行防止活動に参加』 多くは現状誌もスダヅフの努力に汝うて改善させる可能

できるよう醜るための前概妨う6　 　性はあるといrう認縦もづているる

¢層r3「嘩全育鰍めの施設や麹充瓦’』母輝』鱒鋤嫡を蝋て“くだ諾1に1
実〕

⑳秘見逃す葦と瞭ぢ1’・融臭轡陣桝71瞬藩1勘体鞭鯉噺防止
希望‘提案の欄にはとの囎と関する意見力獅してU㌧砂麹財的鱗策擁蝋』嫌顯麟得な

要濫欝蹴禦麟難壕難、』、驚轡鞭轡騰1糖　て
r子ども達に開放するζとが急務であ 燃プた轡，泌二あ脚轡関騨と幽あ蓬務について1
その代表的なものであるず’ 1罵；凝氏　 』ここ職轡行防止翻嚇る編の連携協、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カの実態を捉えると同時に連携協力に対する各機関の意．

以上・「L年少非行の予防醐について」の縮結果謙駿を知うことによって，雛の灘励燗のも1
の鞭を箇鰭きにするとザ 　 一　　つ問題点庵及し，一 よ娘い融励体制を無たあの
　①7今回調査したすべての機関（組織）でら年少児の r資料を提供しよラとする6 　 　・　　一』 　一」
非行化を防止するための活動を何らかの形で実施してお　　連携機関の有無

り・その内の％は非行を発見し塒や措置について　①駈一1は灘機関の有肺問、ゑ、醜間碗鱗
r卑合わせによるきまりをも？ていrる吃皆1 ㌦剰の緋畏夕碓開のうちの88！％腱躍関が隣
②惣ま喉施してき雌行防止醐σ主獄もあ臥劃鴻3嬢rな贈咳った。趣機麟融1と鑓
小仲轍鷲蛎牌や学鱗獣帯轍内での教た小学校≧小勲卯Aの回箸には，r非行醗動砺
育を御底・牽実させるこ≧にタ桝．規則正“、孚活やき　　問題化していないので現時点でなぞの必妻怪汚畷訴〕ε1

ま嘩守曜を身に1？けさせるとい、う動龍教師とヤ～う醐力麺ぢ批し・た。』『 ”＝1ド

17ゾ1蒙兄がτ体：と甑非存防止燗ずる齢広報を鶴｛②」部め小戦4轍PTA，
中諏睡齢融鱒畑乙ンPなどの渤を雛しズしll＝やう一 ぎ汰糠関は乳他の関係機関≧醐繍係を留

警卿が特徴としてあげられる・ 『　㌻：非行防蝿動を行なっている実態わ嫉章、虜1∫、藁

燃幣噸視してき1た非行防止活動につ！廟洛樹凹鮮果から・他繊灘動レて㌢購関‘ま1
堅攣に1よって鰍ている状況や性質が多少黙全部で47あるこ櫛か殉偽醜そ絹醸

蛙礁舞少構センタ語児鰍齢家庭懸談室 繭祉獅1』ず，、精神寵
（ヤ㌣外犠小轍＆韓机♀講学校11α，『潴翻会11徽醐講珍 泌年鰍室

羅饗難難灘騨ll驚灘・婁、鑑瀞』』
』18き児鱗指導醐碑境浄化準鱒会す・1 融年青成部鱒少鞭灘進輸lil

獣磁灘騰房薦離綴震購蔀職蝶詔薯難婁静’l
　　　　　　L　ある　　　≧㌧』』2』ンないぐ一　v 1蒙

r

iY 』i』1　』 』レ　
』’』：1

、、「
』『・’外ーこ「「、
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表11 連携機関の有無

日本総合愛育研究所紀要　　　第19集

概

　　機関
項目．

児　　童
談所 小学校

小学校TA 中学校 中学校T．A 教1育談室
少　　年センター

警　　察 計

ω 、あ　る
1 17
　11

6 8 1 2 1 47（88．7％）

（2）1 ない’ 4 1 1 6（11，3％）

計 1 21一
121 6 9 1 2 1 53（100％）

問H－2
H－1で瓶あお4．と答えた方におうかがいいたします。

　　　どの機関とどのような連携組織を通じてどのような活動を過牽一年間に何回位行ない，どんな成果が

　　あったかを具体的にお書き下さい。また，現在の活動をよりい？そう効果あるものにするために，連携

　　協力体箏」に対する意見がありましたらお書き下さい。

相手の機関名 連携組織名 活動内容とその成果 協力体制への意見

（例）警察　署

学　警　連
連絡会を12回，ケース研究を行ない指導法につい

検討した。校外での非行の実態がよく理解できた。

連絡会の回数を増

したいQ

表12』相手の機関名

　　　　機　　関
手機関

児　童
談所
小学校

小学校TA 中学校
中学校TA 教　育談室

少年センター
＊警察 計

警　 　察　　．　署 1 9 4 6 5 1 26（55．3％）

小・　　　学　　　　校
6 　5 3 2 1 1 18（38．3％）

中　　　学　　　校
14 5 5 3 1 1 29（6L7％）

教　 育・委　員　会 1 5 2 5 1 1 15（31，9％）

教　　育 相　　談　 室 1 2 1 1 5（10．6％）

PTA校外補導委員会
12 5 3 5 1 26（55．3％）

児 ．童　　椙　1談　　所
2 1 1 1 1 6（12．8％）

少年　セ　ンrタ　ー
2 1 1 4（8．5％）

　児童相談室福祉 事務所）
1 ・　1 、2（4．3％）

民生委員児童委員協議会 1 1 2（4，3％）

保　　　　護　　　　司
1 1 1 1 4（8．5％）

青　少年　委　員　会
膏少年対策協議会）

5 4 9（19．1％）

地　域　自　治　会
2 5 2 1 10（21．3％）

精神衛生セ　ンタ　ー　 ．　 1 1 2（4．3％）

家　庭　裁　判　所 1 1 2（4．3％）

少　年　鑑　別　所 1 1（2，1％）

そ　　　の　　　　他 1 1（2，1％）

N　A　・
1 1 2（4．3％）

＊警察は，「多数の機関と連携をとっている」と回答し・臭体的な機関名の記入なし

一144一
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石井他：年少非行に開する研究（第3報）

関は具体的にどの機関や組織とどの去うな連掬鰯力活動

を行っているのであろうか（問∬一2）。その結果が表12，

13，・14である5表を読みとる際1；各表の合計欄Q塊率は

連携を行っている・と答えた機関数47に対する比率であ っ

て，回答を得た機関数53ではないこと に注意しでいただ

きたい。’・1

　連携の相手機関とその活動内容

，①・運携の相手機関、

表12からづ・、連携り相手機関ζ、してΦ頻度がもっとも多

し、機関は中学校で，． 47機関のうちの29機関2』61，7％カ≦連

携相手とレて選んでい多 。・ の中で特に目立つ点ぱザ連

携活動をしている17の小学校Φう・ちで14棟が中学校を相

手機関葺ζしていることであ多6ぐの結果は，、非行防止循

動に対する小学桂と中学捺の連携が準んで行餐われて吟

うことを示すもの、で南る。次ヤ・で・警察署煮、PT　A校外

補導委員会魁それぞれ26機開乎、5a3％≧多か？零。佃

の機関では，小学校（箪機関ダ＄＄、＄％）ジ教育委貝会（15

機関，3L9％），，地域自醗く1磯関・…鉱3％）・紗年
委員会（9機関・工9』1％）摯 児箆相談所（6機関・1β＝8％）・

表13　連 携』組織 　 　 ・　二’ 1　　1 ぎ）

教育相談室（5機関，10，6％）・Φ順書4多炉。・
，．ド

　連携相手として南ザうれf爽聡教はヱ6零櫛関で酉桑すしを

ユ機関炉連携する平均相手機関教砕な1おすζ紳③4 と参

・う。・

な

・③埠携組織
、、

　　　　　　　　　　　　　　プ．、
、

　象13か転 連携組織名とじで‘ホ7種類，、総数で52組織が

あげらむ窪を他機関出連携邸力してい灸4ア機関の各機関ご

≧の連携粗織の平場数脅桑るζ、1珍紐織でおるが鰻無回

答の11機関を除転躍考客るとう塁機関平均12組織となるo

」も？ とも搬Φ多軌2嬬生活指導嘩匂…連絡傍る灘で， 47

機関のうちの5714％牟関係している。これ嬬・回答機関

、≧レて小学校，中学探お声びそれぞれΦ駐雪A餐木半を

占めてし）るサンプルの影響が六きい。なお隼活指醇主任

連絡協瞬会に総祢で，1具体的些は坤区にまり，う小中連絡

会，3葎遮絡会，グワ累ク隼挿指導主任会な～ミ≧そ多名

祢炉撃羽ξ同時にρ構成員や活動内容にも多少り郵鰭堺

みら砲うQその内容に1？いてiまま準蘇φて遷べたヒ世そ

爾侮甲連携組織とレては，ヌ脊少年問潭対策協謙会垂、q）べ

学警連（7），茜行防止対策協議余く3）爾数が多い帆

　　　　　　　機　　関連携組織

児 童相談所，

小学校 小学校PTA 蝉校』
中学校｝P

TA 教　育談室 少5年センター 警、察・「 誹
：マ’一

学 　　　、驚・：㌧　． 、連 も 2 21
．■

1』

一、 』1、
メ 其 r 8（真7曼q％）1

1生活指導主任連絡協議会，1・ 』12’． 5 5 r4 ・一

き一 て2ウ（57．4％）t

1皆嫌磯翻会） ’㌧ ’3 1 謎2 取 廊急多）1
庸少年健、傘、育成蔀会 1 1 r2（輪〉1

非働止聯協議会 ’
2 51

〔
β・¢4％）

・児童相談機関連絡協議会． 1
1㌧「 q「 （2＝1％）

」地！区“連1絡』協　議』会 11 ン＝ 〆▽』・ 「几 』、

rら1』1
、1「■

二 』1て2，1露）

駅1 A 3 5
エ1”

』一『2』 rズ 1 11ζ2領紛

「表14活動内容とその成果

　　　　　機 1関

活動内容1
児　童
談所 小轍

小学校PTA 韓搾
中学校㌔PTA ・教』育

談窒
少

年センター

＝警．『察
、＝。言c

曳情馨交換蓄よび連絡会 　1、 15・1 、」
9 り6

一冷
7、

・・

』1．
ヤ』

1／

ノ．1二・1 1沌41（8τ2紛

問題 箏1例辺〉・相・ 談 1 12』1｝1㌧， 21
、』’ 1 4’ 二1～

・u
1』

洋7ぐ149％〉く

諸」行一事　め』「実　施 ノ3 い2 1しF 1
』・ 旨

、地窟内φ巡回指導1 3 3 、』蝋願
、、斉種の非行対策集践運恥 4

』．1
2

、ハ・IG（コ2β勿

・i

講演る“座談会等の啓蒙活動一 1 1一 りlr1 3 1’

・’ ：7（14、9％）

家庭教育の　指導
r1 r 』1し（21f％プ

∴’ A 3
　

死

ユ』
』1　 ■’
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　③　活動内容とその成果

連携協力活動は具体的にはどのようになされているので

あろうか5表14によると，活動内容の中で目立って多いの

は，「連絡会を設け，そこで児童や生徒に関する情報をお

互いに交換し合う，あるいは，非行対策について協議する

内容の活動」であった。47機関中で41機関，87．2％がこの

活動を連携機関間で行っている。連絡会の開催頻度は，た

とえは蠕旨導主任会で縁月1回の例会をもつのが一般的で，

小中連絡会では，年1～3回ほど開かれる場合が多い。

次に多い活動内容は，非行の早期発見，初期指導のため

のr地域内の巡回指導』で，小学校レ中学校，小学校

PTAあ9機関，（19．1％）が実施している。 それらは，た

とえば祭礼パトロール，土曜パトロールなどで，祭の時

や月2回の土曜日に実施されている。また1「問題事例の

相談』は，たとえば，問題をもった児童とその両親を教

育相談室に派遣するとか， 少年センターに親を相談に行

かせるかたちでの連携である。「諸行箏の実施」の内容は，

健全育成を目的とした各種スポーッ大会，映画，祭り，

手づくりの工作会などを催し，非行化の予防と子どもの

人格形成を助成するものである。「講演，座談会等の啓蒙

活動」は，少年センターの相談員や保護司等の非行問題

の専門家を講師に．講演や座談会をP　TAなどで催す活

動である。「各種の非行対策実践運動」とは，具体的には，

悪磐追放運動，「ありがとう」，rおはようございます」な

どのかけ声を子どもが実践するよう指導する愛の一声運

動等である。これらの諸活動は，それぞれ6～7機関で

連携活動の一環として実施されている。

　④各機関の連携活動

　　児童相談所

　つぎに，各機関ごとにみると，児童相談所は，警察，

教育季員会，、教育相談室，民生委員児童委員協議会，精

神衛生センター，家庭裁判所，少年鑑別所などと連携し

ているが，個々の小学校や中学校とは連携をしていない。

ただ，問題事例の相談を学校側から依頼されるというか

たちでの協力関係は学校と結んでいる。児童相談所の連

携組織は， 児童相談機関連絡協議会と地区連絡協議会で

あり，連携機関や連携組織における活動内容は，情報交

換や連絡会の開催，問題事例の相談，講演，座談会等の

啓蒙活動である。また，協力体制への要望・意見として

は，連絡会や協議会の回数を増やし，つっこんだ話し合

いを求あていると同時に，現在の組織，機関とは異なる

新たな協議会をもちたいと望んでいる点があげられてい

る。全体としての印象は．児童相談所の活動は，非行の

予防樹i旨ま少なく，発生した非行や問題児に対する措置・

治療などによる対応機能の域を出ていないと言えよう。

非行の予防機能の強化が望まれる。

　　小学校

　小学校は，小中連絡会と呼ばれる連携組織によって中

学校との間で連携協力を行っている。小中連絡会の構成

員は，6年生の担任，中学1年生の担任，小・中の校長，

生活指導主任，校外担当教員，P　T　A役員，P　T　A校外

指導委員などであり，新入生の引き継ぎ打ち合わせを主

たる内容として年1～3回行われている。その効果は，

小学校の教員は中学校の現状がわか軌中学校の教員は

小学校の実態と受け入れる生徒にっいて理解が深まり，

お互いに児童や生徒の生活指導，非行防止指導上大いに

参考になり役立ったと高く評価されている。そのためか，

協力体制への意見として，「各学期ごとに1回は実施した

い」，「回数を増やしたい』が上げられていた。生活指導

主任連絡協議会は，小中合同の他に，隣接地域の小学校

間で行われている連絡会である。それは，3校連絡会や

ブロック生活指導主任会と呼ばれ，月1回，校内，校外

め児童の実態に関する情報交換や非行対策の協議を行っ

ている。そめ他，地域を全区に拡大して，区教育委員会

の召桀で開催される区内公立小生活指導主任連絡協議会

もあり，区全体のレベルで情報交換や子どもの問題につ

いて話し合いがもたれている。教育委員会は生活指導主

任会を開催しているが，その他に，小学校は非行問題だ

けとは限らず何か問題があるたびごとに教育委員会に連

絡し，指示を受けている。教育相談室と怯問題児の指

導や治療を援助してもらうかたちの連携をとっている魁

その例は多くない。児童相談所とも事例相談の上での連

携であり，たとえば親が子どもを見捨てたケースで相談

所員が来校したり，逆に登校拒否，家庭内暴力の児童や

その家族を学校から派遣したりする協力関係である。そ

の事例は教育相談所同様に多くはない。連携の相手機関と

して多いのはPTA校外補導委員会で，交通安全の指導

一声運動．非行防止パトロール，夏休み対策についての

話し合いなど実践的な非行予防活動を実施している。警

察署とは，学警連や皆内連絡会，生活指導主任会の連携

組織を通して結びついている。各会とも，春，夏，冬休

み前後に会をもつ年2～3回の集りで，補導を受けた膏

少年の件数や非行事例の紹介を警察署の係官から受ける

ことによって，学校側は地域における非行の実態につい

て認識を深められ，非行対策に役立てられている。青少

年委員あるいは青少年対策協議会とは，年2～6回位連

絡会をもち，青少年問題の対策の協議や諸行事の実施上

　で連携している。

　小学校と他機関との主たる連携関係は以上のようであ

　る。小学生の非行問題は現在のところ深刻ではないせい
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か，連携内容は，児童の健全育成を中心とする非行予防

活動の趣きが強いと言えよう。π r』『（∫

　　中学校

　簸近の非行の低年齢化に：より中学生の非行が急増し

ているためか，それに対する中学校側の対応は苦悩に満

房麗濃鯉舞麗縦耀驚琶蕩馨
が多がぢた。　　　　　　　 　　　 ト

情報交換や非行対策の協議のためゐ連絡会として，隣1

接する中学校閤でブロック生活指導主任会を月1回催し，

各校の非行苅策ξその効果や狡内暴ヵや非行事例1ζ関す

る情報交換が緊密に行われている。同様にろ小学校との

間で小中連絡会をもち』小学校の現状や受サ木恥た生犀

についての情報交換が行われている。また，学警導舞非

行防止対策協譲会等④連絡会誉通レて冠警察署や小年セ：

ンタ7と連携して，校外での少年非行の実態の把握，非

行問題への対応策の検討をし，生徒指導の効果を上げる

ために役立てている。また，P　T　A校外補導委員会との

協力彰より，地域巡回パトロールを実施し，生毎の校外

生活における非行防止を図っている。以上が中学校の主

たる連携活動であるが，協力体制への意見として，「連絡

会は情報交換のみでよい」，「具体的対策は各学校で文てる

方がよい〕など，各中学校独自の指導や対応を求める意

見内容がそれぞれ1例ずつみられた。中学校のサンプル

ば6壕∫あみぞあわ』こめ結畢ゆ彦卑学棟で寒輝さ劃てヤ“

1る一般性のある連携協力活動の傾向を指摘することは差

し控えたい。

　　．PT．A

　小・中学校のP　TAは，先に述べた小・中学校の関係

する連絡会の構成員であることが多く，特にP　TAの役

章懲～ ，坤域ゐ非行の実態子亭もの非行事例など毫知惹

．機会をもっている。しかしながら，P　TAがもうども関

係ずるのはP　TA校外補導委員会であり，地域卑沿会で

i董醒．碑内容は・地騨舗した巡畔トロ」ル婿
、地域にようては，各校の校外補導委員会が連携し合って

1校外の生徒指遵に取組んでいる事例も報告されて》｝る。

　その他の活動では，地域の児童会活動のための諸連絡，

』祭働 卓球大会など砂諸行箏の実施のような芽行刻箏実

　残蓮動を行っているずまたゲP　TAの親に対して子ども

　め非行め実態を教え，家庭教育の向上に熱意をむら宅も

　らう零めの講演会や座談会を開き穏稗を対象とした啓蒙

’響している6これ騨校唄八轡浜聯

　　　教育相談室r・少年センター・警察し凱国』一
教育相談室』少年セシタ占』警察φ身機閨嬬く 剃も、に

非行児や問題児の相談，処置を行う点で共適している。、

1詩脚2機関は斯領麹専門家である6そ④た凱
　連携する相手機関は表12のようにさま ざまな機関に及ん

　でい る。表では警察の欄が空欄であるが，’注のように，

、「攣畷嘩灘驚つて1剰≧いう寧欲甑、具
、、体約参壁瞬名費筆叩、嗜亀入でき奉塑や燕、その点を留罵

　して表を見ていただきたい・少年㌣磐や縣の連携
　内容は・各種の連絡会や協議会で事例め韓告をする・ 問

　題児の対応策の相談にのる，講演者になるなどで，連携

　において常に主導的役割をにない，非行防止を職務とす

　る関係者に専門的な知識を与えているし零だ，今回の調
　査では，警察に関する回答が1例のみで，1レかもそ爾1

　例も，機関としてめ制約があるのか，回答に空欄が目卑

　ち，警察署としての非行に対する取組みについて，正確

　な情報が得られなかう たのは残念であづた。 一』、富罫

☆畔簸頓弊輝る黙ズ ．∴異
ゆ膿関との翻脚活塑鯛鞭煙ぐ、嫉1

　『（問皿÷3），「万燥があカ§うた』と言明しためは，147機関唄黍

17繍1363％であ枕（表15参照）蚕∫鰐騨嚇果
　があがった」と一応の評価を下した棚蜀が23（4ぎ19％》幡あるQ

　「まずまずの螺よあった蹴機関どしてめ負担喚未ぎとい薫と

　潭極的肯定が1，（2．1％》，「成果曝多く参，く遵れから1も今ま
．で以上め成果は期待できない」、ど熔う否定的回答が15ゲ

鵬6％）・r蘇は少なく漣嚇力翻規蔚轡∫
　とする積極的否定は0であマ＃軌傘倦舶解ゑゑ卓緊男在．

　連撲協力体制をとっている機関の85彩健，免連携の成果を

　』認め，連携協力することに賛成している。z連携協力に否

1問∬ゆ K－1でである”． と答えた方におうかがいいたします。

’）ρ㌧一’ 1自

βンP 1ン 　 r’1

　　と』く・ 、

さ’1トrl　『て一

「、』’

ノ

：全体的1す憂て・ 他磯関ζの連携協力活勤Φ感想はいかがでしたか。次の中から斗・マ遷をで下煮焼嚥姦

』4・．か曝嘩麹雌睦の竃醸力・ら樋携協力を密に強化していきたし’・

、、a、ま盤ず躯果髄賭φで、嘩の協麟鱒維持ヤπいきたい・、
　　aまず対嚇果陣つえガ～協雄制腐砺殿卿負観大き馬』 、．』1、 、』1』 “、；…｝

　　4・』、淳搬塊している鍼黒鰍参く・5妙ら卵で以上嚇果い期待でき眺、、
；、瓦、1、、1、

’1越騨少な偵揖が零き吻恩1でき為磯弊甥力体制輝したF量、、、、ン甘、，、1，、ぎ
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衷15　連携協力活動の感想

　　　　　　　機　関
　目

児　童
談所
小学校

小学校TA 中学校 中学校TA 教　育談室
少　年センター

警　察 計

工）成果があがった 1 7． 2 3 1 1 1 1 17（36．3％）

2）まずまずの成果r 10 5 2 5 1 23（48．9彩）

3）頴蘇の成果だが負担 1 1（2．1％）

4）成果は多くない 2 1 2 5（10．6％）

5）成果は少ない 0　（0％）

N　A 1 1（2，1％）

計 1 17 11 6 8 1 2 1 47（100％）

問H』4「∬一1で犠ある”と答えた方におうかがいいたします。

他機関との遮携協力活動の経験をとおしてよかった点と改善が望まれる点をお害き下さい。

　よかった点
　　　F

〔　描点

表16連携協力活動でよかった点

　　　　　　　　機　関よかった点

児　童
談所
小学校

小学校P　T　A

中学校
中学校
　T　A
教　育
談室

少　年センター

警　察 計

他機関との連携が密になり良
った

1 2 1 2 1 1 8（17．0％）

非行の発生を未然に防止でき
導に役立った

1 4 3 1 9（19．1％）

地域での子どもの非行の実態
つかめた

12 4 2 3 21（44．7％）

具体的非行事例の紹介がよく，
門的知識が得られた

1 3 1 5（10．6％）

家庭の協力が得られるように
った

1 1 2（4，3％）

他の関連機関の職務等の理解・
互利用がで．きた

1 1 2（4．3％）

N　A
3 2 2 1 1 9（19．1％）

定的な感想は10％であり，小・中学校のPTAと中学校

がそのような感想を述べている。

　連携協力活動の長所と短所

　①　よかった点

　他機関との連携協力活動の経験をとおしてよかった点

（問∬一4）の中でもっとも多かったのは，「地域での子どもの

非行の実態がっかめた』でレ21例，全体の44，7％の機関が評

価している。これは単に非行の実態のみではなく，もっ

と広く，諸行事に参加している様子や地域での遊びの様

子など，子どもたちの校外生活の多面的な実態がよくわ

かり，指導上の参考になったという意味も回答内容に含

まれている。小・中学校および小・中学校P　TAのみに

みられたこの回答は，種々の連絡会における情報の受け

入れや非行防止の巡回パトロールによづてもたらされた

長所であると思われる。次に多い回答は，「非行の発生を

未然に防止でき指導に役立った」であり，9例，19．1％
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みられた。この回答は，地域社会の環境浄化運動（たと：1

えば悪轡追放運動）， ゲ▽今センターの巡回指導にょる成，

果や関係機関の緊密な情報交換に基づいた迅速な対応｝乾

よって事件発生が未然に防止できた実綾なゼが背景とな1

っている。 3番目のよかっ．た点と七ては宛F他機関との連

携が密になり良かった』で，これには誇情報交換により，

他機関の対応策や指導法を知るこ．とができ， 児童。生徒

㊨指導に生かぜたし 他棟直協カレて指導すζうとができ

た内容が含まむる。」 、蔓、輩目賎．「具体的非行事例の紹介が

よぐ，専門的知識が得 られた止である。・賄る中学校の回

答に，｝ 「相談員が経験豊富でありダ種々の具体的事例を知

る．ことができ， 具体策を検討できた」 というのがあったよ

うに，現場の教師は，非行問題の実践的体験の襲づけのあ

る人から，専門的知識や指導実践例を学び，それを現場

の具体的指導に生かしたいとする要望や睾求査強くもっ

表17連携協力活動で改善が望まれる点

　て蟻憂と感蔓 られたO　l、』 q。、．忍 ．急評「1、 ，．1．
、、乱

　モ＠ ．蘇善炉望まむる馬』1、叉 r、』・冨段、㌧1・』．、 1 』
、

、表17施，」改善煙熱硝鰯騰Φに・斑緒会鯵㌍
、

者，遷宮海犀）蘇善」炉あザう静る働具体胸唄答ξ㎏てし、尽隼、

活指導の）車任ク 2冬りみの潰動で）． 7輩¢ン朱生爾聲蓼魁

大変むずかい 》， 職員全体昏Q研修会的参、もの炉必要↓

　「どの連絡会に出て、も嘉構成員の顔ぶれがほとゆぐ同じで“

広がりに久ける」ザ 二
r会合が日中（勤務時間中）のためダ特㌃

定の教師の夢が出席 し按けれ屡塗らずい、なう琴ぐなら函

放課後等の会合に レ，，寅おゼレ｝参加できる蜜う 1弔レた方

　が） 教師の理解動協力が得1らこ笹ると思う ↓工串席できな・、

　い職員，・｝保護者岱の報告，…連絡等の方辣ゑ改善 して曳、乱く 1

必要がある」等があげられている。これらは，非行の防

止に関係して動いている人は，きわめて限られた少教の

　人々のみであめ効集丙云巷いい、連携あ効果をもちど上げ

　　　　　 』℃：1：・”楢’」 ［㌔’ 「ジ1』、、、

『古　　』 ＝三 ’』 》」111a「 ∴＝『碍ll：t51’・　．

　　　　　　　　機　関
働塑まれる，、

児　童
談所

小学
　TA
中学校

中学校P　TA 教 」育
談室
少・年
センター 警集 計

連絡会の回数を多くする 4 11 1 6（12．8％）

新たな機関との連携協力 2 2（4．3％）

連携協力の方針の確立，具体
の実践

4 1 5（エα6％）

連絡会の参加者，運営法の改 3 1 1 1 6（12．8％）

機関内め非行防止体倒の確立 2
』』 ｝

2、（4．β％）

象庭教育体制の確立 1 1
．‘べ、、

．1・2（4．3％）

スタッフの増員 1
F或い賃 ！「趣心

1（2，1％）

予算の裏づけ
’・1　1 ぬ 1（2．1％）

児童・生徒を中心に考え，行
する

f F
1　1’

■’”
監

1（2．1％）

連絡会の事務局担当の機関の
坦の軽減

1
、㌧

； ■＝i乙 P

1（2，1％）

N　A
7 5『i 4 、5r ＄乙ざ』ン．1 1 23（48．9％）

～

問∬一5　∬一1で“ない”と答えた方におうかがいいたします。

　今までに他機関に連携協力しよ う｝ど働きかけた1り，他機関から働きかけら：れた二りした経験はあります

か。下の該当番号に○をつけて下さい・甑ある甥亀紗？躯轡鋸購尊き轡鱗馳を糖
．き警い・　　』掘乙噺凡｝乙1こ飾・ r旨　 ∫停訳 、．戸 …
　　他機関に働きかけだごどがヴ鵬　．髪　Lギ1ある㌧一∵　2．震ない「 ・』

　　他機関から働きかけられたことが　．
，

！．pあ登　
，ド
年∵苓堅　 、；． ！l、1

〔解轡轡岬零：1『∵◇』』1』1　］
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るには，参加者の底辺を広げ，多くの人々に参加め機会

をもってもらうようにしなけれぱならないと，現在連携

活動に携わっている人々が共通にもっている意見である。

これは連携を考え，これからの連携のあり方を改善する

ために非常に貴重な連撫現場からの声であるといえよう。

　r連絡会の回数を多くする∫も多い。この意見は小学校

から多く出ているが，・この場合の連絡会の回数を増やし

たいは，中学校との間の小中連絡会の回数のことを指す。

小中連絡会の意義を高く評価する意見が多く，現在の年

1～3回よりもっと増やしたいとする希望である。ノ」、中

連絡会の回数の増加は中学校側からも出されている。そ

れとは逆に，r連携協力の方針の確立，具体策の実践」を

改善点として望む意見の中には，「会合の回数が増えるだ

けでは意味がない，具体的な活動をして，どのような方

法で連携をはかるか，方針を確立してからでないと連携

しても意味がない」とするものもあったQこの改善点の

意見はすべて小・中学校のP　T　Aから出ている。

　他機関への働きかけ

　①’連携協力体制をとっておらず，連携機関のない機

関は，6例であったが，そのうち，問∬一5の結果から他機関

に働きかけたことが「ある」のは小学校で1例，「ない」の回

答は小学校3例，小学校PTAと中学校P　TA各1例であ

ったσ「ある」場合の連携できなかった理由は無回答である。

　②他機関から働きかけられたことが「ある」のは，

問H－6　すべてのみなさまに質問いたします。

　　　　今は連携していないが過去に協力体制をとっていた機関がありましたら，その機関名，協力期間・活

　　　動内容および連携を終結した理由をお書き下さい。

機　関　名　 協力期間 活　動　内　容 終結理由

問H』一7　あなたの機関は他の機関と連携協力して非行防止活動を行なうことに対してどのような態度やお考え

　　　をお持ちでしょうか。

ω　あなたの機閲は他の機関と連携協力することに

　　工，賛　成　　2．やや賛成　　　3．　どちらでもない　　4．

（2）あなたの機関は他の機関と連携協力することに

　　L　積極的　　2．やや積極的　　3．どちらでもない　　4，

やや反対 5，反　対

やや消極的　　5，消極的

③と（4｝はすでに連携協力活動をなさっている方のみお答え下さい。

③　あなたの機関は，他の機関と連携協力するときにとっている役割は

　　1，主導的　　2．やや主導的　　3，どちらでもない　　4．やや従属的　　5，従属的

㈲連携協力して活動するとき各機関はお互いに

　　 1．、協調的 　2．やや協調的　　3，どちらでもない　　4．やや牽制的　　5．牽制的

⑤他の機関と連携協力することによって

　　L　成果があがる（と思う）　　2．やや成果があがる（と思う）　　3，どちらでもない

　　4，あまり成果があがらない（と思う）　　5．成果があがらない（と思う）

（6）連携協力体制をつくる場合，あなたの機関は

　　L　多くの機関（4つ以上）からなる協力体制のもとで」連携活動をしたい。

　　2，橡数の機関（3つまで）からなる協力体制のもとで，連携活動をしたい。

　　3，特定の相手機関との協力体制のもとで，迎携活動をしたい。
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石井他1：年少非行に関する研穽」（第3報）

中学校P　TA1例，rない』回答は小学校4例1［一小学校ノー・ お消えになり，Y機関間に連携の持続性が欠け！る1（◎の連

PT合1例であつた・、中学狡PT醐鰹か壁応じ外 携形鰹あ灸蟻 「・
、1・・

1『

罷
かった舳は・rPTA力嚇べ酷動と聴わ蝋　 ◎』；勧甑樽蝕↑Aが宵少年類鵬演麟
P　TAは学内の仕事だ財で緋構だ」≧いうもりで南った。　 頬してレ・苓ゲしスがi1馴う幾魁』之卑唾¢講緯や摩談会

．連携体制をとっていない機関は，他機関との連携協力　　 の演者依頼の関係で結びついて町るケー堺は，・調査結果

咽騨の態度は∈般に消齢である・、弾校が4例 書す肺らわ檸し’な1’が渓離麟鰭騨多鳴準

，識奪瀞膿鴛欝だ非纏実的な問題1礎撫、ピ対ず慮　　　・』
1過去Φ達鍔協力 　　　　　　　　　　　　　　　　、 問耳一7 で鷹他り機関と連携協力 レて非行防正活動
、①ll問H－6の結果から・過去に協力体制をとっていた機関　を行なうことに対する各機関の態度について尋ねた。質

越ち登珂酵全部で5例であ？た。その轡匙由筒題をもづ子ど　 蘭項’目は全部で后うあ拳力斗それぞれの結果は表18から

もの騨湘談が4例，講演依頼が1例であり， その協力期間は 表23にま とめられている。

1日～3か月と短期閤である。事例相談では，親が子ど も　 5①虹衷18では，瓜他の機関と連携協ガ黍るごとに汀賛成』

嫁庭内にと要融て外略せ轡鯉とモ肇啄串』 瑚願％ （4卿・i∫や攣嘩」が脚釈倉 勿〉 煮嘩
の事例につ断伸校が警紹 樋司ゲr児童相談所脚機関力糊協携するこぢを支掩している・1肺
に相談を痔ち込んでいるじその終結理由はド親を病院に　　らでもな黛∫』は昏ヱ彩、（＄例） で♪小学校P、T』Aと中学

収容〆 1子どもを施設に収鶴どで』騰着している・中校PTA嘩んで曳・る・中学校貯A轡がだ規13

轍の覇では沙難ンター好どもの新行為剛一膨絢群繭jキ糊しれ藏、汚，・cぞ二憐、1

す徽縦依頼している激醐継の事例では渉学 ③ 鰯以上の機関が醐励蝿r爆僻勲あ
執，蝉携i福騨獅と麟レてぞの棚こあた解・るいは一「や蟹成」であっ鳩’ 熱琳・『鱒嘩方

懸弛ラの連携騨の問題が終結すると隙立多1醐㍗す鋤こ積鱒と饗静糊

　　 N 1てへ　「　 …寸　 ；一 　　LF　　乙・｝
　表18（1）あなたの機関は他め機関と連携協力することに

　　　　機　関
　目

児　童
談所
小学校 小学校

　TA
中学校

1・中学校：PT

A
、教’・1』育ピ相談室 ∫少年，センター

警凛1や継
（1）、 賛　　　　成

　．二1、

、11 『1181 ＄∫齢トL6）r曾：3メ 聖11
・ll

．lrl1
　‘　　r　 　

40て7鞭％》

、12）．』

やドや1賛　成 3 3． 二』　3 へ、、・ 、冠 ∫9（皿乳b％）1

③．’ どちらでもない 1 2
’ぐ1ビ 二〆 τ乳 1Ll・3〈5．7％）1

㈲ やや反　対 ・o胃（o％）！

、15） ；反　　　対 1 ∫、「』 1 監IL8多）1

計 1 21 12 6 o 1 2、 』1善 11鋭‡oo彩）1

　、トニr1』1：ヴ

』表伯⑦』あなたの機関は他の機関と連擁協力することに

・蹟目．・撰潤 児　童
相談所

「小学校1，
．㌦小学校．、PTA

“中学校へ
中学校PTA 教、育

談室1』

少　年センター1

1．警イ簾 』べ曙t，“

』1111積 1、∵樋1』 的 ■1 『1≧
』．

て 　て 一　’履1
♪｛
㌔　1！　

ン1
・　L2 1’ 1廊4顧

1〔21φ ．や 積趣断
ヌ

F5 1、．3』ド 、4．
，F

rT 　♪　㌧i㌃ ，被　犀

・14（26r4警）、

③㍉書ちらでもない “r、 ．． 』岨 i．』 ＝、≡シ ヒイ
■』【　■㌧

へ．玉・8乙／・ 』』5ピ（9蝿≧

14レやや．消極的』 』』 12一 1 r㌧、”1
〔13く5』7％）ド・

⑤　消　　極　　的
・竃’i・炉 、　　［

〆liノ 、「 ’』1 粗d』吻
1

』寧．、1ぺ．
「■ ～ ＝

江』ン

『、
曳f¢岡1

～『断二
耳
21 12

』　　6 ｝＝・1二9♪、ト 1 ・　　2
㌔

濡11 53（100影〉
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表20③あなたの機関は，他の機関と連携協力するときにとっている役割は

　　　機　関
目

児　童
談所
小学校

小学校PTA
中学校

中学校TA
教　育格談室 少　年センター

警　察 計

．（11主　　 導　　的 1 2 2 1 1 7（14．9％）

（21やや主導的 8 き 4 1 1 17（36．2％）

③　どちらでもない 6 5 5 1 17（36．2彩）

㈱　やや従属的 1 1 2 4（8，5％）

（51 従　　属・　的 1 1（2，1％）

N A 1 1（2．1％）

計 1 17 11 6 8 r1 2 1 47（100％）

表21㈲ 連携協力して活動するとき各機関はお互いに

　　　　機 児　童
談所
小学校

小学校PTA
中学校

中学校PTA 教　育
談室

少　年センター

警　察 計

u）協・「調 　的 1 7 6 5 4 1 1 25（53．2％）

②　や、や協調的
10 4 1 2 1 1 19（40．4％）

③　どちらでもない 2 2（4．3％）

㈲やや牽制的 0　（0％）

151牽　制　的 0　（0％）

N　A
1 1（2，1％）

計 1 17 1 6 8 1 2 1 47（ユ00％）一

表22（5）他の機関と連携協力することによって

　　機　関 児　童
談所

ノ」、学校 小学校
　TA
中学校

中学校
　TA
教　育
談室

少　年センター

警　察 計

Ul
成果があがる 1 7 8 5 4 1 2 1 39（73．5％）

②．やや成果があがる 4 3 1 3 11（20．8％）

’（3｝一1どちらでもない 1 1（1．9％）

　　あまり成果があが（4）らない 1 1（1．9％）

⑤・成果があがらない 1 1（1．9％）

計 1 21 12 6 9 1 2 1 53（1QO％）

は，表19から「積極的」が54．7彩（29伊Dともっとも多

く1「やや稗極醜」が26・4％（14例）と続いている・消極

的態度を示したのは7．6％（4例）であった。

（1）と②の質問に対する回答から，非行防止に関して各

機関が連携協力する意義を認め，支持する態度を8割か

ら9割の機関が示していることがわかった。

　次に，現在連携協力して非行防止活動を実践している

47機関に，連携協力活動で果している役割にっいてうか

がった。

　②　まず，連携協力するときにとっている役割は主導

的か従属的かの質問に対する結果（表20）では，「主導的」

とはっきり答えた機関は，14．9％（7例）と比較的少な

く，「やや主導的」とする答えが36．2％（17例）と多い。

児童相談所，少年センター，警察などの非行問題の専門

機関が主導的態度を示しているのは当然といえよう。ま

た，非行問題に直面している中学校も主導的態度をとっ

ているのも十分に理解できる。

　それに対して，「どちらでもない」回答は，36，2％（17

例）みられた。従属的態度は，小・中のPTAと小学模

に10．6％（5例）にみられた。小学校が連携協力する際
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石井他亀年少非行に関する研究f（第3報）

にイニシァテイブ靴る場含が比較鯵し｝めは沙牲、，，主蜘であったり従属的であっ灼の差がみられたザ

の非行問題がまだ中学校ほど切実ではないためであると」”＠』 最後に，1連携協力体制を組織ずる機関め数がい く

理解できる。また，小・中のP　T　Aが従属的なのは，　　つくらいが適当であるかについて質問したところ， その

P　T　Aという機関のもつ性格上これまた納得できる結果　　結果は，表23から，「多くの機関（4つ以上）」が45．2％

である．　　　　　　　　、（24例），r複数の獺P（診飾＞jlわ§3411呼 （1醐》，

④つぎに漣携励し縮動す惹と絡機開は襯 ぐr特定の鯛1々11賜・（9陣で顔樹一鮮
的か牽脚かを問うたところ，そ艦果俵21凧r協漣朔寵轍する騨の数が鋤櫨多轡ぢ灘

納」 が与32％・〈25例）と過半数を占めrやや繍的』 励による非行防止のネットワこ一が麟り漣携魔1
も如』4％（19例）と多かった。各機関がお互いに牽制し　、る効果が幅広く浸透す葛が，一方嵐．．組織内牽め承見事

合うてじ・るとする評価は皆無であった。　　　　　　　　行動の調整がむずかしく，動きづらくなる短所もある。

　以上の結果から，各機関の連携態度は互いに協力的で　　その逆に，組織を構成する機関が少ないど意志統アも楽

あり，迎携活動は各機関め協力に基づいてなされている　　で，即応性，機転性も高まるが， 多方面にわたる非行現

といえる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象に対する幅広い対応という面で劣る。そのため，どち
⑤　連携協力によう球果g育簿年つ転・て問ラた≧4ろ・』・ら6連携労式が良い恭簡単Fとほ決あがねるが｝調益繕果

表22から，r成果があがる （と思う）」 回答が73溶％（言9　でも」ト1多くの機関がらなる恕織を望む機関の数と3っ以

例）と圧倒的に多く，「やや成果があがる（と思う）」の　下の機関からなる組織を望む機関め数とが相半ばしてい

20．8％（11例）・を含めると，連携協力による成果を背定 、・ る、その中で，小・中学校とそれ1らのIP　TA慮，両方の

する意見は94，3％（50例）ときわめて多い。小学校PTA　意見に別れているが，相談所，教育相談室， 少年センタ

の1例のみが「あまり成果があがらない（と思う）」と答　　一，警察はともに，多ぐの機関からなる組織での活動を

．えただけであった。　　　　　　　　　　　　　　　　望んでいる点が特徴である。

　以上，（11～⑤の質問項目の結果をまとめると，各機関　．　新たな連携協力　　　　　　　　　　　　　　　1

ともに，連携協力に対する，態度は，賛成，積極的，協調　①表24から，今後新たに他機関と迎携協力して非行防止

的・成果があがると評価し宅いる傾向が強い。ただ∫連　　活動をしたいと答えたのは，32機関・60』4％である。「はい」

携協力の際に果している役割については』機関によって，　と回答した機関は，小学校，小学校PTAジ中学校ン中学

麺一（6）連擁脚戦くお硫昂域嫌関は　　　　　　　　　諮
　　　　．機．関項”巨　　　　　 ・羅講 小学校

小学校’PTA

中学驚
中学校、．PT＝A 教　育’相談室・ 少　年

センター
：警，誤 、，計＝ i交

（114つ以上の機関
“　　　　』、　　　　　

　1
10 5’ 1∫ ．5．3ム 1 2 ＝1』1 ．24（4512％）γ

（2γ3つまでの機関． 7 ノ　■

4、 4 3 異＄（図，α％）

⑧特定の機蘭 、4 、3、 　．エト 「1、㌧ 9㈱％）

N、A． ・ミ～ごε』2
ノ　ド＼　

♪ 、

a…、（照鍛

、』計 『1 、21 42・1 6∫
「・ 11ゴ

9』 1 イ』，』．2

計

こ531〈100％）

二、し 　　　 1、
、

問豆給肇新燦綴関麟渤ゆド行防止騨を瞭、1紳鮒力1？1
　　　　　　1、毛 1壁・、． ≧ いいえ 　，ド

ド｝・く「外、・』

〉』

■〆　、

・O一』くこ

表24　新たな連携協力を望むか
乙、

　　機関
項目一　

児　　童1相・談』所

、ノ」き単茂 小学校
．T’A 中学校

中学校，PT

〕A、

教　　育
談室
少 年『
ンタチ1、
警」 ，舞ミ，毒』レ

（1｝二 は・い1 『ζ15、1 7 ㌧　∵・3 』 14冠1－1』ζ、』　　1 2
二
ま（』プ 32（6014％）’

（2ブ乳 い“え 1 ＼∵㌔ 「

「 ぢ r3 1も 「i－1 121（きO鋤’

言鮎、1 ‡ 21 112
㌦

6 黛 1 一2’一 ・　　r　』‘i聖、』■

汚　＝ 一義F
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問H－9 今後新たにあなたの機関が非行防止活動を連携協力して行いたいと考える相手機関はありますか。

　　　1．　ある　　　　2，ない

表25新たな連携の相手機関の有無

　　機関
目

児　　童
談所 小学校

小学校TA 中学校 中学校TA 教　　育談室
少　　年センター

警　　察 計

』ωあ　る 7 4 1 1 1 2 16（30．2％）

（2）な　い 1 2 8 5 8 34（64．2％）

N　A．r 2 3（5．7％）

計 1 21 12 6 9 1 2 1 53（100％）

問n－10E－9で、瓶あるグと答えた方におうかがいいたします。

　どのような相手機関とどのような活動内容をお考えですか。また，そのための努力や準備をしていら

っしゃいますか。

一機　関　名 希望する活動内容 協力体制への準備

L　している

．　していない

校PTA，教育相談室， 少年センターである。

　逆に「いいえ」と否定したのは，21機関，39．6％であ

る。児童相談所と警察署は，現在の連携体制で手いづぱ

いのためか，新たな連携を望んでいない。小学校と小学

校PTAに新たな連携を望む声が強い。それに対して中

学校と中学校PTAは小学校と小学校PTAほどは強く
ない。

　新たな連携の相手機関の有無

　①問n－8より一歩進めて，新たな連携の相手機関

の有無を問うたところ（間H－9），「ある」が16例，30．2％，

「ない」が34例，64，2％，無回答が3例30．2％であった。

「ある」と答えた中では，小学校（7），小学校PTA（4），少年

センター（2），教育相談室（1），中学校（1），　中学校

PTA（1）の順でその数が多かった。「ない」と答えた中

では，小学校qの，小学校P　TA（8），中学校PTA（8），

中学校（5），児童相談所（1）の順にその数が多い。

　②問H－8では新たな連携を望むが32例，60％あっ

たもΦ魁具体的な相手機関については16例，30％と半

減している。この結果から，各機関に新たな連携の意志，

意欲はみられるが，その具体性は低い結果となっている。

　新たな達携の相手機関とその活動内容

　①問H－10では，新たな連携の相手機関の具体名．

連携の際に希望する活動内容および協力体制への準備状

態を尋ねた。

　その結果，全部で11種，18機関が希望する連携相手機

関としてあげられた。数の多い願にあげると，地域自治

会（4） ，中学校（3），児童相談所（2），PTA校外補導委

員会（2），小学校（1），他区。他県の警察（1），他区・

他県の教育委員会（1），教育相談室（1），家庭児童相談

室（福祉事務所）（1），区生活指導相談員（1），新聞社な

どのマスコミ関係（1）である。

　②機関別にその内容をみると，ノ」・学校は，中学校（2），

児童相談所（2），地域自治会（2），P　T　A校外補導委員

会（1）を指名している。中学校とは，中学校区内の関迎

小学校の生徒指導の教員やP　TA等で構成される懇談会

をもちたいとしている。児童相談所とは，問題児（た

とえば登校拒否）がある場合に指導を受けさせるとい

う事例相談を連携内容として望んでいる。地域自治会と

の間では，地区内で懇談会を設け，好ましくない子ども

の言動については，大人がその場で直接指導するなどを

取り決め，それを実践に移せるだけの住民意識の高まり

を図る。また，P　T　A校外補導委員会とは，児童の校外

生活を見回るかたちの連携を考えているQ

　小学校P　TAは，地域自治会（2），P　T　A校外補導委
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員会（1）を指名している。地域自治会とは，懇談会や巡

回指導を通して，非行防止活動を住民全体で行なう体制

づくりをする。P　T　A校外補導委員会とは，校外巡回，

家庭教育の充実などにより問題行動の防止を実践して，

今まで有名無実の感のあったPTA校外補導委員会の機

能を復活させる。以上が小学校PTAの新たな連携につ

いての内容である。

　中学校は，地区・他県の警察，地区・他県の教育委員

会と連携を図り，全国民的立ち上がりを促す意見が2

例みられた。また，中学校PTAは教育相談室と連携を

望んでいる。

　教育相談室は，小学校，中学校，家庭児童相談室，区

生活指導相談員等と連携を結び，児童，生徒への対応を

より適切なものとしたいと望んでいる。青少年センター，

警察はこの間に無回答であったので具体的な機関名はわ

からない。以上が新たな連携に関する各機関の具体的内

容である。中学校の全国規模の連携を除き，協力体制の

準備はいずれの場合も行われている。尚，新聞・マスコ

ミ関係に対して，連携というよりも要望のかたちで，ポ

ルノ・暴力の自粛を呼びかける意見が1つあったことを

付記しておく。

　新たな連携を望まない理由

　今後新たに連携協力して非行防止活動をしたいと思わ

ない理由を問うた質間が問H－11である。

　①新たな連携協力を望まない機関は21例みられたが

その最大の理由は，「現在連携協力体制をとっており，

これ以上の協力体制は負担が大きく無理である」であり，

全体の52．4％が選択している。次いで，「現在の連携協力

体制をより効果あるものにするための協力体制の整備・

統合は望むが新たな連携協力は望まない」がやはり全体

の47．6％選ばれている。それに対して，「現在連携協力体

制をとっており，今のままでうまくやっていける」とい

う現状満足型の回答が23．8％，逆に，「他の機関との連携

協力によるメリットがあるかどうかはかりかねる」とい

う連携否定型の回答が19．0％，「どのような活動内容で檜

手機関と連携協力するのがよいのか判断しづらい」とい

う連携躊躇型の回答が14．3％，「連携協力するのに適当な

相手機関がみつからない」が4．8％，「所属機関が独自に

非行防止活動をした方が動きやすい」は0％であった。

　②　以上の結果から，各機関はそれぞれの業務が多忙

なために，現在でもかなり無理をしつっ連携協力体制を

維持している様子がうかがわれる。各機関に負担をかけ

すぎずに効果ある連携協力活動をするためには，現在あ

る多種類の連絡会や協議会のはたらきを評価・吟味して．

類似したはたらきをもつ連携を，あるいは構成員の顔ぶ

れが重複している会合を1つにまとめるなどすれば，連

表2了　改善すべき問題点

　　　　　機　関 児　童
談所
小学校

小学校TA 中学校 中学校　TA
教　育
談室

少　年センター

警　察 計

1）人手が足りない 1 7 4 2 2 1 2 19（35．8％）

2）他の業務が優先される 5 2 1 2 10（18．7％〉

3噛諦ζ勧藷珠る機 4 4 1 9（17．0％）

4）騨潔磐方にくいち 3 1 2 6（11．3％）

5〉騨の機関で鋤きづら 4 3 1 8（15．1％）

6）騰豊紹蒜ごポル 1 6 7 4 2 1 21（39，6％）

7）相手機関に熱意が少ない 2 3 1 1 7（13．2％）

8）鯉襲観のくいちが 2 2 4（7．5％）

9）羅内での方針対策の不 5 3 2 1 1 1 13（24．5％）

10）な　し 4 2 4 10（18．7％）

11）その他の問題点 1 1（1．9％）

N　A
3 2 1 6（11．3％）
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絡会などへの出席回数が減るので各機開り荷なラ章担鉢

軽減すると考ネう粋る。今渾ざたφは 耳例である魁、テ

のよシにして灘励体榊騨統鰹ヰ幅嘩で
あろう。 そうすぐことが導携協力1活動璽勤率化1 活性年

にっながると考えらむる。、

　改善すぺき問題点

他の機関と螺鵬灘励脚を賠，い‘、僻、騨
すべき間題慮など4にある委を尋ね㊧参が問陣「12であ
る・ この蘇を勃際に泊由記述ど、・ラち痢は塑

寿シ騨の問である胴嘩が睾菟砲乏葦ろ
も参考にしてゼただき．たい。1

、①問題点ξしでもっとも多、く茜げられた項目は，暉

鱗との町スゲジr一ルの調勤むずカ≦レい」とゆ
非常に場実麹な陣害でお？零。 全体53磯関φうちΦ21，、

鄭郷轄躯醐騨として桝忽い祝珠いす
「連携協力の準めゐ人手不皐」が19，3巳＄鮒この嘩り，

「他の業移が蒲防岬弊聡晦舞移’が1俳18グ

脚こ喫麹解騨僻磯駒の問櫛で頻
螺醜鯉麟粂、挿幌り馳嚥郷鮭潮
る鱗・ 非行曝専即、噸磯財嫁よゆは贈
わ牟るφギが～レ翻㌧ わ浮アズ建いてもすぐには取普

が撃な嘩壁稚鯵問騨である逸叫他機関．
≧φ冬ケ9井一ノ哩〉調整牟むず脅レい」『項自も入手不犀

φ他の業務優先が原菌している場合があると考えられる

ため・やは胴類の馨弊蘭郁樋と露晦”
腿上3？の項目ほ湯穆関声め現実的な問陣点と炬ら慧味

ぞ共通点をもうが，’改善すべき問題点とし亡選挨きれた

搬鵬律て5Q鋳常に多畦．
　②　次に，連携協力体制の運営だ関する問題と呼翁べ

き問題点について述べる。これは， 導携鰯力活動を行うll

際の根幹となる問題であるが，「非行防止に有効な具体的

方針，対策が連携協力体制内で十分確立されオいない」

と指摘する意見が13例（24．5％）みられた。今回の連携
ひ 　　　 ル

活動の内容の調査結果によれぱ，主たる連携活動は情報

交換を目・的とした連絡会的色彩が非常に強い。情報交換

によって，各機関が独自に宰施してい＝る非行に討亥る対・・

処法や防止対策の実態あるいは各機関めかかえる悩みや

問題に蘭する相互理解が深まると同時に，非行防止にか

かわる人々の人的交流つまり凧顔つなぎ。によって非行r

が発生した時の対応がスムーズに運べるというメリット

が生まれる。それだけでも連携協力の果す役割は大ぎい『

が塾τ亭煙携協力体卸のもう一つの重要なはたらきは，

各機関のもつ経験，対策，理念を持ち寄ることによっ て

現柱芋ども売ちに浸透しセ低年齢化レつづけている非行

に歯止めをかけるのに有効な具体策や基本方針を生み出r

　し，．それ崇よりどころに各機関牟導携．して～非行肺止の

　協力活動をするな軌各々の現場に持ち返」って生塑すな

　舛る死であろう♀ そう鍋こと駄ってめ養，麟

渤体制碑の自畔津曝．れる．拷秘編諸聴
　味r6　こ卯問硬点は重要である。1τ機関商Fζ醐φく辱ぢ

がいがあ多」 、幽Dξ噂融も名の騨輌鰍‘＜到r
　る過渡的な醜とし電置づげられよう諒た』r鱒¢

機関では嚇づら叫 （卿鞭ラ．閂恥・「蝿関タの

　スケ酋一ルΦ緯がむず力蛭∫とす碑紳深際
鱒害も施鱗、，餌駕綿内でめ非働止噸す
る基本方針や対策が甦轡て輿いこすもゆ原恥

なつてい融考種弊 ゑ画，また漣営渤騨の1づ

であ粥 r循ジア勉プをどる闘力郷き璽し⑳」

と％榊が9例（1忽吻，顔た・遡吻躰瞭
中脚御を黙聯鱗あ？た方力享ゆの死そ酵
もない方がよい唖壁勲醜問蹄声硯、r悲舵
　アティズ祉磯麟南ぎりしなし、’、ζとが雌蔚

　して砂熱鰍客醜・醐柳幽1で蝉的鯉
を果た、す轍樋騨嘩砕r獅騨は勤で嘱
　≧いえる・稠麟果啄熊漣即織の事郷蚊場

を頃融勢禰琳多忙鰺麟と匁
煉な鯉で顔・ ゆ嘩を繍し峰機関爆駒
腱準参加できるめ．にするためには・1麟繊弊
　営するためめ専従者尽り｝専門機関を独立して講揮隼多

4塘撒嘩靴して望蜘ようす1そ㊦よう罐脚

よ畦黎醐勧体制鱒営趣登ぢ蝋趣勲
　活動は現在よ「りもその機能が十分禿揮され充実しだも

の醜る鱗夢・，　 　r＼，E，…
　　③図鱒寓．：「癖機蘭嚥欝舛瞬が7例
L、、（壌2％），r機開声φ考え方にぐいちが野がある」が6例

　（11．3％）みられた。尚，各機関がどのような問題点を

　指摘しているかについては，表から読み取っていただぎ

　たいo

　　あなたの機関（組織）と他機関との連携に関する結菓

　のまとめ　　　　　　　　　 1芭いi！ ＝1　徴、1二

　r1①．連携機関の有無を尋ねたとrころ（問∬一1）1．・連携

機関「あb〕が全体の88．7％1「なし∫はi1，3％であちた己

　一部の小学校，をT　Aを除き，大半の機関は， 他の機関11

　と何らかのかたちで連携協力関係を結び1非行防止活動1

　にあたっている。　　　　　　　　 　　　一応
　　②具体的な連携内容にづいて問うたと弔ろ』｝（Hじ2）袴

畷櫛たりの平均灘機関数は織4であ輻轡機
関とじては沖学校（6L7％）・縣署（5翫3％〉∫齎A；

　校外補導委員会（55．3％），小学校（38．3％）『1＝教育委員1

　会（3L9％），地域自治会（2L3％），青少年委員会（19．1i
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彩），児童相談所（12，8％），教育相談室（10．6％）の順

で多かった。

　連携組織は7種類で，各機関が平均1，7の組織と関係

している。連携組織として多くあげられていたのは，生

活指導主任連絡協議会（57．4％），青少年問題対策協議会

（19．1％）．学警連（14，9％），非行防止対策協議会（6．4％）

である。

　連携内容は，「情報交換」が87．2％ともっとも一般的

ぞ，あとは，「地域内の巡回指導」，「問題事例の相談」，・

「諸行箏の実施」，「講演，座談会等の啓蒙活動」，「各種の

非行対策実践運動』があげられる。

　③他機関との連携協力活動の感馨1ま（問∬一3），「成

果があがった（36．3％）』と「まずまずの成果があがった

（48，9％）」が多く，その成果について否定的感想は10．6

％みられた。全体では，現在連携協力体制をとっている

機関の85％が連携の成果を認めている。

　④問H－4の連携協力でよかった点としてあげられ

たのは，「地域での子どもの非行の実態がつかめた（44，7

％）」， 「非行発生の防止のための指導に役立った（19，1％）j，

「非行に関する専門的知識が得られた（10．6％）」などで

あるQ逆に改善が望まれる点は，「連絡会の参加者，運営

法Φ改善（12．8％）」と「述絡会の回数を多くする（12，8

％）』 がもっとも多く，ついで「連携協力の方針の確立，

具体策の実践（10．6％）」であった。

　⑤　連携協力に対する態度は（問旺一7），各機関とも

に賛成，積極的，成果があがると評価しているが，ただ，

連携協力の際に果たしている役割は，機関によって，主

導的であったり，従属的であったり，差がみられた。

　⑥連携組織の構成機関数については（問皿一7），多

くの機関からなる組織を望む機関の数と3つ以下の機関

からなる組織を望む機関の数とが半々であった。

　⑦今後の新たな連携協力については（問n－8，皿一

9，豆一10），各機関に新たな連携の意志，意欲はみられ

るが，その具体的な動きとなると，全体の30％の機関に

みられるにとどまっている。

　⑧新たな連携脇力を望まない理由を尋ねたところ（問

H－11），「現在以上の協力体制は負担が大きく無理であ

る（52．4％）』が最大の理由で，ついで，「現在の協力体

制の整備・統合は望むが新たな連携協力は望まない（47．6

％）」が多く，全般に，連携協力体制による各機関の負担

の大きさが強く印象づけられた。結果から連携協力体制

の整備。統合の必要性が感じられた。

　⑨　連携協力体制で改善すべき問題点は（問H－12），

現実的な問題点として，「他機関とのスケジュールの調整

困難（39．6％）」，「連携協力のた冷の人手不足（35．8％）」，

「他の業務が非行防止活動に比べて優先される（18．7％）』

があげられ，改善すべき点の過半数を占めているのが特

徴である。次いで，「非行防止に有効な具体的方針，対策

が連携協力体制内で十分確立されていない（24．5％）」が

目立っている。

　3．年少非行の原因とその改善策について

　未成年の非行についてはいつの時代でも誰もが，、とぐ

問皿一 1　近年，年少児の非行が増加傾向にあるといわれていますが，その最も大きな原因はどこにあると思い

　　　ますか。下記のうち1つを選んでください。

　　　　　　1）本人　　　　2）家庭　　　　3）学校　　　　4）社会環境

〔番号

〕

表28　年少非行の原因

原　因
児童相
所
小学校 小学校TA 中学校 中学校TA 　　相室

少年セ
ター

警　察・ 計

本　　　　人 亘 1（工．9彩）

家 　　 庭 17 10 5 7 1 2 1 43（8L1％〉

学　　　　校 0　（0％）

社㌧会環境 1 3 1 1 6（1L3％）

2項自以上選択 1 1 2（3．8％）

無　　回、． ，答 1 1（1．9％）

計 1 ＝ 21 12 6 9 1 2 「1 53（100％）
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石井他1年少非行に関する研究（第3報）

に心を痛めた問題の一つであったが，それにもかかわら

ず近年は件数の急漂な増㌍と・そΦキダ年少化現卑皆示

すに至り，年少児の非行問題は全国民駒な関心鰍ζなり

つつある。とりわけ本調査に回答した各機関・組織では

前述璽ξおり何らかの対策を施苓すなど1こ そめ予防に努

力している。そこで，本調査の回答担当者にその原因と

改善策にらい七の見解を示してもらった5その設問と集

計結果は次のとおりである。

、し
騨ツで非行化鯨因を鯛したと軽
①表28によれば81．1％という高い率で「家庭」に非

行化原因ありと指摘して軌るグ対象児が14歳未満という

，毫
齢や阜寿ても隼活画はもちろん精神簡年あ多く一は未だ

親に依前ているの焦肖堺及嘱馨轡勲彦受け
る影響は大きい。一参考までに総理府広報室酵まう「父親

1の意寧関軽世繍査」（s．57 ：、つ，、曝ゆうと・・子

どもの非行の原因が“本人 ・家庭・学校。社会等の問題が

1＝複雑にがらみ合っている、を示した者が33鬼宅あわ， 』単

・独に堅主として家庭甑とした者は最も多・・く34％であった。

しかし・i「家畢J は本琿牽で尽引弗に些罷置璽に多しi、5』

　② また， 上記調査では》主とじて本入ζ1がi1％を示

問皿ヤ2　現在のような年少児の非行の増加はヂ本人自身のどのような状態魁又ド家庭』学校ド社舎琿境の何

　　　が原因であると考えま翻下の孝9それぞれについて・．最もよく該当す鍾、貝窄潤解窒陣蛇

　　　て，順に番号をつけてくださ‘・。．．．．　　　 、　　　　 　 ノ

本．　人　　i領位 家　　裾　　i順位 学　　枚　　i順位 社会環境…領櫨

1）感碕のコント・i 1）親の子どもに対i 1）先生と生徒の対i 1）デレビ，拡告lli

一ルがつきにくi する理解や愛惜i 話やふれ合いがi 雑臨等の刺戟がi

い の不足 二少い 強すぎる冨

2）欲求不満・反抗i 2）親子の対諾やふ1 2） 先生の指導が受ド ’2）ゲームセンターi T『

の表現 れあいが少い 験や進学に鯖っi 溶デぎ スコ等のi

3）親が子どもに対i ’ている 遊び場が多すぎi

3）性格の弱さ
して過保幾過i干渉

3）授粟に魅力がなi
　み
）非行を飾じ1見1一

4）自己中心的 4）親が子どもの能i い のがしてしまうi

5）親を信頼していi

カや立場を無視i

て大きな期待i
　　　　　　　＝ 鯵解鱒瞬

ない をか駐過ぎる・ くし之の自櫓や楓PiY 4）健全育球のためi

　　　　・ゴ監卜 』、

）金銭にごだわるi

5）親が子どもの躾i・

無関心、放任

　威がないllF舜li　　　　　　　■

臼亨［5

）生徒同志の恨頼i’　一

一一 施設や設備溺i
示』母禦毒多．、
5〉悌行防止のため『

7）弛人に対する思i

　いや りの欠如

6）、両親の不和などi　家庭内にもめごi 関係欲如．叶 φ広報活動⇒堺 i
＋分である’　1’

8）生命を大切に思i

　とが多い．

）1親が自分の生きi

6）蜂鱒』相談iP
践能が充実してi．

6）蒲蹴¢渤、「　の地域運動が活i』

わない　 、方に自信を失いi いない’ ．．発で魁・「

9）知能が低い

　報戚を欠いていi　る

）父親が，母親，i

7）

講講』
』ケ） r地域住民の遵帯i
．、意勲欠知　　ρ乙Lき）非行め相蜘ζ対「i、

1①神経症的

1家庭が経済的にi

処する機闘の所i

在が‘あぎ6剛
1D責任感がない
夏2）’

　貧しい
父親か母親或はi

、両親が痛気がちi

そ 　　　　　　　×㌧一
　 9）

1
ノ，．』

描．されてい獄いi9）非行の初期に於i　』　　　　　　　　■　－　　　　　　

　　いて親が鱒しiひ

の　13） 11） 10） やすい相談機関 i「

他 そ がない
14） の　12） 10） 　　　　　㌧P’

弛

　13）

そ　　　　　　、㌔』．，　蕨こ

　11）　　　　　　　眉　

他
12）

F159r



表29　本人における非行原因

日本総合愛育研究所紀要 第19集

原　因
児童相
所〔11
小学校
⑳

小学校PTA働 中学校
（61

中学校
rA（9）
教育相
室①
少年セ
一（21
警　察
（1）

計鰍

1響隙ントロールがつ 1 13 5 4 6 1 1 31（58。5％）

2）欲求不満反抗の表現 1 5 4 工 2 1 14（26．4％）

3）性格の弱さ 6 2 1 2 1 1 13（24．5％）

4）自己中心的 13 8 5 6 1 1 34（64，2％）

5）親を信頼していない 1 1 2 1 5（9，4％）

6）金銭にこだわる 1 1 2（3．8％）

7）蜘に’る一いやの 1 13 6 3 3 工 1 28（52．8％）

8）生命を大切に思わない 1 1 2（3．8％）

9）知能が低い 2 1 1 4（7，5彩）

10）神経症的 0　（0％）

11）貴任感がない 8 6 2 1 17（32，1％）

そ　の　他 1 1 2（3．8％）

無　回　答 1 1 2（3．8％）

表30二家庭における非行原因

原　因
児童相
所α1
小学校
⑳
小学校

TA⑰
中学校
（6｝

中学校prA（91 教育相
室（1）

少年セ
一｛21
警　察
（1）

計る⑳

1）親の理解や愛情の不是 6 6 3 4 1 1 21（39．6％）

2）対話やふれあいが少い 4 1 2 1 8（15．工％）

3）過保護・過干渉 1 12 11 4 4 2 34（64，2％）

4）子どもに期待のかけ過ぎ 1 5 5 1 1 2 15（28．3％）

5）無知・無関心・放任 16 7 4 5 1 33（62，3％）

6）両親の不和など 10 3 2 2 1 1 1 20（37，7％）
7）響が自信を失し轍を欠 1 4 3 3 3 14（26，4％）

8）親の不在 2 1 1 3 7（13，2％）

9）貧しい 1 1（1．9％）

10）親の病気 0　（0％）

そ　の　他 2
2（3．8％）

無　回　答 1 1（1．9％）
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石井他：年少非行に関する研究（第3報）

したが，本調査の“本人wを原因とした者1．9％はこ

れに比べ・ると少いるごの両調査のこういっだ非行原因に

ついての数値上の差は，調査対象群が違う一ダ本調査は一部

の地域を対象とした，年々非行に対する一般的な意識が

変ってきている等に起因していると患われるがう いずれ

にしても第一に凧家庭“ζ非行の原因があるという考え方

にかわりはない。

年少非行め原因を更に分析するとゲひとづひとつの年

少児の非行問題は，それぞれ本人の性格や状態周囲の

状況などが少しずっからみ合って起きている場合が多い。

．』次の問皿國 2は非行の発生原因として本人にっいて，

又環境のそれぞれにっいて最もよ く該当している項目を

　3項目まで指摘しでも．らった6（但し蚕、、回答の多くは順位

が付記されていなかったので，表は指摘巻れた項目の頻度

』をそのまま集計したものであるづ 』1．ら1ジ

▽本人にっいて・ （衷29）　r、㌔1L』 1一 ・l　l 1、 1・・ず1．

　l①、1・『 「自 己中心的」 な子どもに非行問題が多いとする

’見解は回答者の約冤が指摘している♂づづいて「感情の

ηント恥rルがつぎにくい」，丁他人に対する思いやりの

．欠如」、を指摘した者がそれぞれ半数を越している。自己

＼　F

表3ザ学校における非廷原因

原　因 　　　　　”
児童相
所（1）

・小学校亡ぐ⑳

小学校

TA但2
中学校
（6γ

，中学授・
rAlgy

教育相、1談箋（1γ ，少年セ
汐一｛2）

、警察　（11 写敵．鮒

「i）先生とのふれ合いが少い 』1
（一

均
r7 ”4

一■ 　」　

尋
ド㌧㌧　獣　
　、 曇『

き2顧％）・■’

2）受験偏重 1 5 1 　｝

　　3 1 享 珍（2≧β彩）

3）魅力がない授巣 ．10 9〕 2じ 3』
・ r』

く 、”r L　r 1ヘド ・25（47i2％）

4）先生に自信φ権威がない σ ”3』ゴ
　4

1
㌧．、 1
痔』』 F』い㌧

乙へ

2聯9紛

5）生徒同志の信頼欠如 4 2 2
∫1

『う

ζFプ1 』3（1罵％）

6ン、指導が充実してない外
／

♪1 ”5〕 1： 2、 メ2む
』1！・

⑩α8紛

ラ）靱騨と鯉齢不
　　　　　　 － 7 1 3 2 』二　．

11
．』2 ゴ窃（3吻〉

そ の他 工 2 ゴ
，　　・

藤聯）

無回答
1 1 2

＝．ズ、 ”
工 づ1（脇〉

表32 社会環境における非行原因

原　因
児童相
所（1）

小学校
伽
小学校
TA働
中学校
（61

中学校
A⑨
教育相
室Ul
少年セ。

汐一②
こ警（1斜 計1持

、1 ）Σスコミの刺戟が強すぎ 17 4 6 1　6 1 　r
二2 　7、11㍗－ 　

「“■ 、、』

・37（6卿1

2）遊び場が多すぎξ
71 4：

亀 1 1 15（頭吻

3）非行を許す社会風潮 1 1㊧ 6 4 7 1 乙2駈昏
㌔　　　　　

137（6瞬）

1勢磐募即撒。設齢 1 5 2 1 2
』r、　戸■・ノ・』

　き ・卿り鋤

5）広報活動が不＋分 1 』善（卿

6）地域Φ防止運動が不活澄 3 3 2 2 （fOli碗

T）連帯意識の欠如
12 3 2 3、 1 2

、・

1 12阜（1麹
・31）、相談機関の所在が不明 1 一一 ・1

』ト ・1111卿

・ひ9身、鱒非行の梱談機関がな 1 1 4 2
・ト・3、
“8（再瞭）1

ご轟1その他一 1 噌1（1吻

窟．こ無回答 2 1
弓

3一 試亨殉　　　　f

』．‘

一コ61一
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中心的性格又は他人に対しで思いやりのない行為は，戦

争中の反動として戦後の風潮の一面であるから，大人に

も多くみられる傾向であり，子どもでは，その模倣の結

果と考えられる。

　②　4番目の「貴任感がない」が全体で32．1％だが，但し

中学校（教員〉では零である。参考までに全日本中学校長

会による「問題行動の全般的傾向等の調査」（S58＝3）

の報告では，指導上最も困った事例内容として“無費任

で罪悪感を持たない。が1位で，脳責任を他に転嫁。が6

位にあげられており，貴任感のない子どもを問題視して

いる。この両調査が示していることは，貴任感のない子

どもは中学生としては学級経営上困った問題を起すこと

が多斯、カ㍉直接非行と結びっくこξは少いということで

あろうか6また，本調査によれば，むしろ小学校の時に貴

任感力職いこと力俳行原因として問題視される傾向がある。

　③項目（その他）には，「耐性がない」「エネルギッ

シュな体験の不足」等精神力の問題があげられている。

　家庭について（表30）

　①「親が子どもに対して過保護，過干渉」が64，2％

で1位である。とくに小学校P　TAは12人中11人が自認

している形である。

　②　　「親が子どもの教育に無知，無騰O、放任jが62．3

％である。この結果は①，②共，総理府広報室による「子

供の意識に関する世論調査」（S571正2）で，“少年非行

の増加は家庭ではどこに原因があるか。の問に中学生が

答えて，鳳子どもが悪いことをしても親が叱らないから。

が1位（47％）粘親が細かいことまで口を出しすぎるか啄
が3位（36％）ぞあったことからも納得できる。いずれ

にしても親の自己中心性に依るところが大きいと思う。

　学校について（衷31）

問皿一3　年少非行の原因を改善するための対策として，どのようなことが必要であると考えますか。家庭・学

　　　校・社会琿境のそれぞれについて，特に重要と考えられる対策を自由に記述してください。

・表33　非行原因の改善策（家庭）

対　策
児童相
所（D

小学校　⑳

小学校

TAU鋤
中学校
161
中学校
鳳9｝
教育相
室（D
少年セ
ター｛21

警　察
（11

　計
　協

親の貴任において子どもを教育（躾）すること

8 1 3 2 1 1 16（30．2％）
両親が良識を持ち，愛情と信頼で結ばれた健全且円満な家庭を営む

1 4 2 2 2 1 12（22．6％）

親子のふれ合いや対話の時を
く持ち，わが子を正しく把握すること 2 4 1 2 1 10（工8．9％）

子どもに基本的な生活習慣を正しく教える

4 1 1 6（11．3％）

1 2 3 6（11．3％）

父親が子どもの教育に参加し，父母が一貫した教育をする 1 2 1 4（7．5％）

母親教育，成人教育等の場に
く参加する

3 1 4（7．5％）

（幼児期から）善悪をはっきり躾ける

2 1 3（5．7％）

親は社会との連帯感をもって
児をする 工 1 1 3（5．7％）

家族の一員としての自覚を実”践の中で教えること（仕事の

担等）

3
3』（5，7％）

がまんさせることを日常の生活で躾ける

1 1 2（3．8％）

・思いやわの心を育てる 1 1 2（38％）

そ　の　他 2 2（3．8％）

無　回　答 4 1 2 1 8（15，1％）
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《

F

ll



石井他．：年少非行1弓関する研究（第3報）

　①　　「先生と生徒の対話やふれ合いが少い」が全体で　　大人のひとりひとrりが非行に対すぢ真剣な取り組みが欠

60．4勉小学校く教員）・で鯵714％， 中学探、〈敦員）rでは　”けているということに他ならないq

66，7％の指摘があった。前出の全日本中学校長会の調査　　③，次に43．4疹昏ある匪∫些鱗年属爾聯脚硯零鯛

でもド健全育成の面で軸力を入れ畑’教師の姿勢とし’がつづく・この項目は・鞘相馨沙無ソニタ摂驚

て塾生徒との心のふれ含い。を高く評価していることな　　察のすべての回答者が揖麹りてもミ、る藁タ辺璽 （教興）φ

どからみてもゆとりある全人教育要望へのきざしがうか152％が指摘していることから敬砿年麹蓼予

がわれる。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　防には培域の連帯感の必睾洗牟理夢られう。
．、、．

③吹いで「先生鰍瀦としての自信や権騨ない」以上の皿一2の鰍結果力病奉群づ咋磐砺因
が全体で50％小轍（教員）・で4ag％中学校（教 を軸叫て・子ども曙を騰鯉聴螺騨ど弊
員）で66、7％である。これについても，上記の調査では　影響を受けて非行現象が生じるかをみる ど以下φどおり

教師の姿勢として“教師の識見を高め，信頼を回復する。　である。1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドト　

警察，中学校（教員）のすべての回答者が指摘している。　　　　　　　　会環境）7学％1ぺ冠タ

レか、し小学校P　TAは巻である5　　　　　　　　　　　　但し上表中の（％〉は例えば本人の欄でr自芭中心的｝

1②’r た同率でr非行を許し，見のがしてしまう社会　　を指摘した者の中』．家庭の欄でr過保護・過干渉』を指

的風潮が強い』が指嫡されている。児相，1教育相談室，　摘した者の割合が74％であることを示してし～る。上表の

少年センターのすべての回答者が指摘している。これは　　人間像に非行を許し見のがしてしまう大人の行為が加わ

㌦．　　　　　　∫、 ［1 、　匙

表34非行原因の改警策 （学葎〉 し

対　策
児童相
所（11
小学校
⑳
ご小学校

A励
中学校
（6）

中学校
℃A（9）
教育相
室｛11 ／

少年セ，シタヨ2） 警察～

ω 、’

計
、鮒呂

ひとりひとりの子どもの能力
・燃 11”

1’

』 、』＝
12

！写』

「二2
14（2614％）　　くL

、1教師は使命感を持って，指導力を高める努力をす

る こと
研修等

3 6 1 1
．1、卜〔㌃h．

－’・ く暗

アぐ♂．
i1（20，8％）　　　

　～』

1教師と子ども又子ども同志の
頼関係を深めひとりひとりCの子どもの理解に努めること 1 5 1

、

1 ．．

：町ミ（1覗

・rr』

■　
一ゴ
1』

110（1819％〉　　

狛　1
、初期非行に対する指導の徹底，・’畠致し実指導体制 3 3　／

響

、

l 1》 ｝7（13．2彩）

毯轡論警爵弾 3 1 1 1
二び嘆’「I ～’

　
、6（11f脇）　　”1』ほ『一』

生活指導，道徳　　を　　　，人間形成に重点をおく 4 1 11
r・

ぐ璃殉　』㌔　　1

教員制度及び学級編成等の見
し　’

3 1 　　、，r　．、　 “　

．蓬磁瀦）
問題のある子と話し合いを十賊分にし親と連絡を密にすること 3 f

．“
”・rド’ 　！　、・ 1繁脇）

子どもを固定して見たり，レ’ッテルを貼ったりしない 1 1 1 3芸（5，7％）

」、ず 　の　他 1 1 2 4（7．5％）

．1無　回　答 1 3 1 2 1． 7（13．2％）　　　！
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表35　非行原因の改善策（社会環境）

対　策
児童相
所①

ノ」、学校

⑳
小学校rAoa

中学校
16）

中学校
⑨
教育相
室（11

少年センタ『2） 警　察
〔1）

計附

地域全体（家庭。学校も含む）が連帯感を持って不良環境を

化し子どもの育成につとめる

1 5 4 2 2 1 1 16（30．2％）

マスコミ及び娯楽設備による
悪な刺戟を子どもの周囲か
とり除く

9 1 2 2 14（26．4％）

子どもの健全育成のための施
，設備，人員等の充実や工
が望まれる

5 2 2 9（17．0％）

大人の無貴任な行動及び利己
義的な考え方を改める

5 3 1 9（17．0％）

子どもの非行問題は事　を正
く報道すること

2 1 3（5．7％）

大人がどの子どもの現状や将
についても考えてやる

1 1 2（3．8％）

子どもの無軌道振りや非行を
認又は理解を示すのは止め
べきである

1 1 2（3．8％）

問題を起した子どもに周囲が
助して立ち直りの機械を与
る

．　　1 1（L9％）

自転車。オートバイ盗を防止
るために業者，地域の関係
関への対

1 1（1．9％）

そ　の　他 1 2 1 4（7。5％）

無　回　答 3 3 3 1 10（18、9％）

問皿一4　年少児の非行防止活動を推進していくために，関係機関の連携の強化や，広報・啓蒙活動の充実など

　　　の施策がありますが，都道府県や市町村の行政当局に対してどのような施策を要望しますか。

表36　行政当局に対する要望施策

要　望
児童相
所①
小学校
剛
小学校

TA吻
中学校
（6）

中学校
rA（91
教育相
室①
少年セ
嘱2｝
警　察
〔11

計㈹・

マスコミ・娯楽設備等の俗悪
社会風潮の是正

7 2 1 10（18．9％）

スポーッ・文化等施設の充実．・
導員の増加，活動の推進等

4 3 2 1 10（18，9％）

社会教育及び広報活動の増加
蒙を図る

2 2 1 1 工 7（13．2％）

教育費等予算の増加 2 2 2 6（11，3％）

相談施設の充実　特に親が気に相談できる機関の設置及び相談員の増員 1 2 2 5（9．4％）

地域住民の協力を要請し，健
育成の活動を広める

1 1 3 5（9．4％）

使命感が持てる教員の養成及
教員組合対策

2 1 3（5，7％）

教員を増やして少数級編成，
どもに接する時間的余裕等

1 1 2（3．8％）

対策機関の一元化を図ること 1 1 2（3．8％）

そ　の　他 5 3 2 2 1 13（24．5％）

無　回　答 1 4 3 4 2 14（26．2％）
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ると，非行発生の因果関係の一端をうかがうことができ

るのではないだろうか。

　そこで，問皿一3は前間の非行原因を改善するための

対策を自由記述で問うたものである。その結果をまとめ

類型化すると表33～35のとおりである。

　家庭にっいて（表33）

　①親が貴任ある態度で子どもを教育することが最も

必要なことであるという見解が多い。（30．2彩）

　②　次いで家族全員が和やかに信頼と愛情で結ばれて

いるような円満な家庭，良識ある両親，家庭の理想形態

へ向って努力するべきであるという提案が多い。（22．6彩）

　③　また，小学生については基本的な生活習慣，善悪

のしつけ，がまんさせる，思いやりの心を育てるなど具

体的な躾の必要さを小学校の教員とPTAが何人か述べ

ている。

　④PTAの多くと児相は父親が教育に参加すること，

父母が共通の考え方を持つことが大切であると述べてい

る。現在，わが国では家庭が父親木在であることは衆知

のことである。この裏づけとして前出の「父親の意識調

査」の中で，「家庭における躾の担当者は父である」6

％，「母」71％，「両親共に」22％の回答が示されている。

即ち父親が子どもの躾や教育に参加していると自認している

者は28％である。もっとも小・中学生の父親が社会では

忙しい働き手であるから， この点の改善は難かしい問題

を含んでいる。

　学校について（衷34）

　①教科内容の高度，多最なこと， ひとりひとりの能

力に応じての個人指導をも考えるなど落ちこぼれを防ぐ

ことの重要さを述べている者が多い（26．4彩）。前出の「子

供の意識調査」によれば舗がほとんど狸解できる。の

は中学生で21％，小学生で33％しかいない。このことも

考え含わせるとやはり授業の持ち方に工夫があることが

望ましい。

　②　次に教師の使命感，指導力の向上，時間を越えた

勤務も辞さない姿勢などが教師に要求されている。（208

％）。・．特に小学校PTAの半数が望んでいる。

　③又「非行に対する一致した指導」を中学校の教員

が述べている（50彩）前出の全日本中学校長会の調査によ

っても，「生徒の問題行動には全校で統一した指導をうち

たて問題行動に対処している・ことを100％あげている

ことからも，学校内の一致体制が当面の課題となっている

’のではないだろうか。

　社会環境について（表35）

　①地域全体の連帯感，それによって不良理境を浄化

する，又町会等の子ども会，奉仕活動，隣人同志や子ども

への親密な関係尽どが第一1こあげら典ている。1（302％）

　③う珠にポルノ雑講，暴カテレビ等の追放，ゲームセ

ンターなどの娯楽設備の排除をあげている。この意見は

小学校。中学校の教員・P　TAにみられる。しかし，そ

の他の諸機関では，皿一2の設問で「テレビ，広告，雑

誌等の刺戟が強すぎる』の項目を指摘しているにもかか

わらず，その対策としては何も述べられていない。マス

コミ対策や娯楽施設管理等の改善は難かしい問題を含ん

でいるのだろうか。この点疑問が残る。

　以上は家庭，学校，社会環境についてそれぞれの場合

における年少児非行予防の改善策について，関係諸機関

の回答者の見解をまとめたものであるが，問皿一4では，

更に行政当局に対して要望したい施策を自由記述であげ

てもらった。

　この自由記述の結果は皿一3の設問の場合と同様に，

類型化して集計をこころみた。（表36）

　①　行政当局に対する意見は，児相と少年センターか

らは回答が得られなかった。無回答は全体でも％強であ

る。

　②“俗悪な社会風潮の是正、，その反面としてもスポ

ーツ，文化等指導設備の充実。が共に18．9％で最も多いo

これらはすべて小・中学校の教員とP　T　Aからの要望で

ある。

　③　項目（その他）には，誤った福祉行政を改める，

’非行児施設の増設，成人までの法的違反も厳重に取締る，

夜間の警官バトロールの強化，などの具体的な要望が述べ

られている。

　「年少非行の原因と改善策』のおわりに

　年少非行の原因は今までも各方面で究明されてきたが，

非行の予防への努力はといえば各機関・組織で暫次なさ

れているとはいえ未だ本格化されるところまで至ってい

ないのが現状だと思う。しかし本調査によって回答者の

多くが地域住民の連帯意識とか各機関の連携活動の重要

さに深い理解と賛同を示していることが明かになった。

各機関及び組織の年少非行に対する今後の予防活動に明

るい見通しが持てると同時に，その成果を期待したい。

他方　家庭にっいていうならば過保護・過干渉では健全

な人格の形成は望めない。幼児から母親学級を計画する

などの行政指導も必要ではないだろうか。

　　　　　　　　＜引用文献＞

1）父親の意識に関する世論調査　昭57年7月

　　　　　　　　　　　　　総理府広報室

2）子供の意識に関する世論調査　昭57年12月

　　　　　　　　　　　　　総理府広報室
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3）問題行動の全般的傾向等の調査　昭58年3月

　　　　　　　　　　　　　　全日本中学校長会
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